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一　

は
じ
め
に

㈠　

問
題
の
所
在

　

近
年
、
氏
名
や
、
肖
像
、
音
声
と
い
っ
た
人
格
属
性
の
客
体
の
利
用
に
関
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
面
が
増
加
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
芸
能
人
が
自
分
の
写
真
を
雑
誌
等
に
掲
載
す
る
場
合
や
、
一
般
人
が
企
業
の
広
報
活
動
に
お
い
て
自
己
の
写
真
や
動

画
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
る
場
合
、
利
用
規
約
を
通
じ
て
自
ら
の
音
声
や
動
画
を
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
可
能
な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
で
収
益
を
得
る
場
合
な
ど
、
多
様
な
場
面
に
お
い
て
人
格
属
性
の
客
体
の
利
用
に

関
す
る
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る 
。
こ
う
し
た
場
合
に
、
本
人
が
、
契
約
の
任
意
解
除
を
望
む
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。

問
題
の
所
在
を
具
体
的
に
示
す
た
め
に
、〔
設
例
〕
を
用
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

 〔
設
例
〕
Ｂ
は
大
学
受
験
予
備
校
で
あ
っ
て
、
Ａ
の
許
可
を
得
た
う
え
で
、
Ａ
の
顔
写
真
と
氏
名
付
き
で
合
格
体
験
記
を
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
た
。
Ａ
は
、
合
格
の
勢
い
も
あ
っ
て
掲
載
に
許
可
を
与
え
た
が
、
後
に
冷
静
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
、

自
分
が
合
格
し
た
の
は
滑
り
止
め
の
大
学
で
あ
っ
て
、
掲
載
を
や
め
て
欲
し
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

一
方
で
、
Ａ
の
許
可
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
し
て
い
な
い
場
合
、
Ａ
が
許
可
を
撤
回
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
後
、
Ｂ
が
Ａ
の
写

真
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
は
無
断
掲
載
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
Ａ
は
、
差
止
請
求
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

Ｂ
に
よ
る
写
真
の
掲
載
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

他
方
で
、
Ａ
の
許
可
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
し
て
い
る
場
合
、
原
則
と
し
て
、
Ａ
は
契
約
の
拘
束
力
か
ら
自
由
に
離
脱
す
る
こ
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と
は
で
き
な
い
。
仮
に
Ｂ
が
利
用
目
的
に
反
し
て
Ａ
の
肖
像
や
氏
名
を
利
用
し
た
と
す
れ
ば
、
債
務
不
履
行
を
理
由
と
し
て
契
約

全
体
を
解
除
す
る
可
能
性
も
あ
り
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、〔
設
例
〕
の
よ
う
に
、
Ｂ
に
何
ら
債
務
不
履
行
が
な
く
て
も
、
Ａ
が
翻

意
し
て
写
真
の
掲
載
を
望
ま
な
く
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
も
契
約
の
拘
束
力
の
原
則
が
貫
徹
さ
れ
る
な
ら

ば
、
Ａ
に
つ
い
て
、
人
格
の
尊
重
と
い
う
理
念
が
実
現
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

民
法
上
、
債
務
不
履
行
の
な
い
場
合
に
お
け
る
契
約
関
係
の
解
消
に
関
し
て
は
、
雇
用
（
六
二
六
〜
六
二
八
条
）、
請
負
（
六

四
一
条
）、
委
任
（
六
五
一
条
）、
寄
託
（
六
五
七
条
の
二
、
六
六
二
、
六
六
三
条
）
と
い
っ
た
役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
任
意
解

除
権
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
役
務
提
供
契
約
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
各
条
文
に
定
め
る
任

意
解
除
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、〔
設
例
〕
の
よ
う
に
、
民
法
上
の
役
務
提
供
契
約
が
存
在
し
な
い
場
面

も
想
定
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
民
法
上
の
任
意
解
除
権
に
よ
っ
て
、
人
格
属
性
の
客
体
の
利
用
契
約
を
常
に
解
除
で

き
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

 　

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
人
格
権
論
で
は
、
人
格
権
と
い
う
権
利
の
特
殊
性
に
着
目
し
て
一
定
の
契
約
規
範
が
構
築
さ
れ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
米
村
は
、
生
命
・
身
体
お
よ
び
人
格
を
包
摂
す
る
総
論
的
議
論
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
利
用
契
約
の
有
効
性

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
契
約
が
公
序
良
俗
違
反
に
よ
り
無
効
と
な
る
場
面
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
る
が
（
１
）、

契
約
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
人
格
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
特
別
の
解
除
法
理
を
構
築
す
る
こ
と
は
検
討
さ
れ
て

い
な
い
。

　

人
体
の
処
分
に
関
し
て
は
、
人
体
の
処
分
の
任
意
性
と
人
体
を
処
分
す
る
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
の
は
適
当
で
な
い
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
こ
う
し
た
同
意
は
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
２
）。
こ
れ
に
対
し
、
氏
名
や
、
肖
像
、
音
声
と
い

っ
た
人
格
属
性
の
客
体
に
関
し
て
は
、
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
や
、
人
格
の
尊
重
と
い
う
理
念
に
基
づ
い

て
特
別
の
解
除
法
理
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
近
年
、
人
格
属
性
の
客
体
が
経
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済
的
価
値
を
有
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
面
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
人
格
属

性
の
客
体
を
念
頭
に
置
い
て
契
約
の
拘
束
力
か
ら
離
脱
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
財
産
を

対
象
と
す
る
契
約
は
契
約
の
拘
束
力
か
ら
の
離
脱
が
認
め
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
人
体
を
対
象
と
す
る
契
約
は
契
約
の
拘
束
力
か

ら
の
離
脱
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
格
属
性
の
客
体
を
対
象
と
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
中
間
に
位
置
す
る
法
理

論
を
構
築
す
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
（
３
）。

㈡　

本
稿
の
目
的

 　

本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
比
較
対
象
と
し
な
が
ら
、
人
格
属
性
の
客
体
に
つ
い
て
の
利
用
契
約
の
任
意
解
除
権
を
構
築
す
る

べ
き
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
人
格
の
尊
重
」
と
い
う
理
念
が
、
契
約
の
拘
束
力
と
の
関
係
で

ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
法
と
の
比
較
に
お
い
て
注
意
を
要
す
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
人
格
の
尊
重
を
根
拠
と
し
た
契
約
の
任
意
解
除

権
に
関
す
る
条
文
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
債
務
法
・
契
約
法
に
お
け
る
議
論
で
は
、
こ
う
し
た
議
論
が
取

り
上
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
契
約
の
客
体
が
人
格
に
関
わ
る
こ
と
に
着
目

し
て
契
約
の
解
除
や
撤
回
（
４
）
に
関
す
る
特
別
の
法
理
論
を
構
築
す
る
試
み
は
、
人
格
権
論
の
一
環
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
は
、
氏
と
肖
像
を
個
別
的
客
体
と
し
て
主
に
念
頭
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
利
用
契
約
の
撤
回
可
能
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
と
比
較
す
る
と
抽
象
度
の
高
い
議
論
と
し
て
、
氏
や
肖
像
の
ほ
か
、
音
声
、
名
誉
と
い
っ
た
多
様
な
人
格
的
価
値

を
包
摂
す
る
「
人
格
権
」
概
念
を
措
定
し
た
う
え
で
、
人
格
権
の
利
用
契
約
に
つ
い
て
の
撤
回
可
能
性
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
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以
下
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
を
比
較
対
象
と
し
な
が
ら
、
ま
ず
、（
二
）
個
別
的
視
点
と
し
て
、
氏
の
使
用
に
関
す
る
契
約
の
撤

回
可
能
性
と
、（
三
）
肖
像
の
利
用
に
関
す
る
契
約
の
撤
回
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
次
に
、（
四
）
包
括
的
視
点
と
し
て
、

人
格
権
の
利
用
に
関
す
る
契
約
の
撤
回
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
最
後
に
、（
五
）
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
議
論

が
、
わ
が
国
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二　

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
氏
の
使
用
に
関
す
る
契
約
の
撤
回
：
個
別
的
視
点
①

　

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、（
㈠
）
氏
名
権
（
５
）
の
法
的
構
成
と
法
的
性
質
に
つ
い
て
分
析
し
た
う
え
で
、
氏
名
の
使
用
に
関
す
る
合
意

一
般
の
撤
回
可
能
性
が
、
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
一
瞥
す
る
。
次
に
、
具
体
的
場
面
と
し
て
、（
㈡
）
離

婚
後
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
と
、（
㈢
）
商
号
と
し
て
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
に
つ
い

て
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
に
、（
㈣
）
ロ
ワ
ゾ
ー
が
、
氏
名
の
使
用
に
つ
い
て
の
契
約
の
一
方
的
解
消

に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
理
論
を
提
示
し
た
の
か
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
、（
㈤
）
氏
の
使
用
に
つ
い
て
の
合

意
の
撤
回
可
能
性
に
関
す
る
実
定
法
の
状
況
や
学
説
の
対
立
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

㈠　

氏
名
権
の
人
格
的
側
面
と
そ
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性

　

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
氏
名
権
の
法
的
構
成
や
法
的
性
質
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
多
く
の
先
行
業
績
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
（
６
）。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、（
１
）
氏
名
権
が
人
格
権
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
お
り
、
処
分
不
可
能
な
権
利
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
次
に
、（
２
）
氏
名
の
使
用
に
関
す
る
合
意
一
般
に
つ
い
て
撤
回
可
能
性
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
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の
か
に
つ
い
て
分
析
し
よ
う
。

１　

人
格
権
と
し
て
の
氏
名
権
と
処
分
不
可
能
性　

　　

⑴　

氏
名
権
の
法
的
構
成

　

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
氏
名
権
は
ど
の
よ
う
な
権
利
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
古
法
に
お
い

て
は
、
氏
は
所
有
権
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
（
７
）。
た
と
え
ば
、
一
七
八
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
ギ
ヨ
の
編
集
す
る
『
法
学
集
彙
』

の
四
二
巻
に
よ
れ
ば
、「
氏
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
、
お
よ
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
が
有
す
る
譲
渡
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
所
有

物
（propriété

）
で
あ
る
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
（
８
）。
氏
は
、
財
産
で
は
あ
る
と
し
て
も
処
分
で
き
な
い
と
い
う
特
殊
性
は
、
氏

が
個
人
の
人
格
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
導
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
氏
の
変
更
に
は
君
主
（prince

）
の

許
可
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
導
か
れ
て
い
る
。

　

民
法
典
が
制
定
さ
れ
た
後
も
、
氏
の
法
的
構
成
に
関
す
る
規
定
は
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
裁
判
例
の
中
に
は
、
氏

を
所
有
権
と
し
て
捉
え
る
も
の
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
家
族
の
氏
（les nom

s patronym
iques des fam

illes

）
は
、
そ
の
家
族

の
所
有
物
で
あ
る
」
と
述
べ
る
破
毀
院
判
決
が
あ
る
（
９
）。
も
っ
と
も
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
学
説
で
は
、
氏
と
は
、
行
政
・
警
察

目
的
で
人
が
身
に
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
権
利
で
は
な
く
義
務
で
あ
る
と
指
摘
す
る
民
事
警
察
制
度
構

成
（

　10
）
や
、
親
子
関
係
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
の
身
分
を
外
部
に
表
す
記
号
（signe extérieur

）
で
あ
る
こ
と

に
着
目
す
る
身
分
権
構
成
（

　11
）
が
唱
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
氏
名
を
人
格
権
と
し
て
構
成
す
る
べ
き
と
い
う
見
解
も
現
れ
、
二
〇

世
紀
初
頭
で
は
、
サ
レ
イ
ユ
（

　12
）
、
ペ
ロ
ー
（

　13
）
、
ジ
ェ
ニ
ー
（

　14
）
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
。
そ
の
後
、
学
説
で
は
、
人
格
権
と
し
て
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構
成
す
る
も
の
が
多
い
（

　15
）
。
氏
名
が
人
格
権
の
一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
あ 

る
人
が
自
己
の
氏
名
を
他
人
が
使
用
し

て
い
る
の
を
見
た
と
き
に
は
、
そ
の
人
は
、
自
分
に
属
す
る
何
か
、
あ
る
い
は
、
自
分
自
身
を
構
成
す
る
何
か
が
奪
わ
れ
た
よ
う

な
感
情
を
抱
く
か
ら
で
あ
り
（

　16
）
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
氏
名
権
と
は
、
そ
の
人
自
身
の
人
格
的
価
値
に
関
わ
る
権
利
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
（

　17
）
。

　

氏
名
権
を
人
格
権
と
し
て
構
成
す
る
見
解
の
中
に
は
、
民
事
警
察
制
度
と
し
て
の
性
質
も
同
時
に
有
し
て
い
る
こ
と
が
早
く
か

ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
（

　18
）
、
法
的
構
成
に
関
す
る
議
論
は
、
相
互
に
排
他
的
な
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
（

　19
）
。
こ
の
よ
う
に
、

氏
名
権
に
は
多
様
な
側
面
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、「
人
格
権
と
の
関
連
性
は
、
今
日
に
お
い
て
は
疑
い
の
余
地
は
な

い
」（
　20
）
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
氏
名
権
に
人
格
権
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。

　

 

⑵　

氏
名
権
の
法
的
性
質

　

氏
名
権
の
性
質
と
し
て
は
、
氏
名
は
社
会
に
お
け
る
識
別
記
号
で
あ
る
た
め
原
則
と
し
て
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

氏
名
不
変
の
原
則
の
ほ
か
、
次
の
三
つ
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（

　21
）
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
例
外
的
場
面
が
存
在
し

て
お
り
、
以
下
に
挙
げ
る
の
は
氏
名
権
の
基
本
的
特
徴
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
相
続
に
よ
る
移
転
不
可
能
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
氏
名
権
は
、
そ
の
権
利
主
体
の
死
亡
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
の
で
、

相
続
人
に
氏
名
権
が
相
続
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
者
が
、
本
人
の
死
後
に
氏
名
権
を
侵
害
し
た
と
し
て
も
、

死
亡
し
た
本
人
の
氏
名
権
の
保
護
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

第
二
は
、
処
分
不
可
能
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
人
は
、
氏
名
権
を
譲
渡
し
た
り
、
放
棄
し
た
り
す
る
が
で
き
な
い
。
た
だ

し
、
特
定
の
相
手
に
対
し
て
自
ら
の
氏
名
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
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第
三
は
、
時
効
に
か
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
氏
名
権
は
、
消
滅
時
効
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
、

本
人
が
長
期
間
主
張
し
な
く
て
も
、
い
つ
で
も
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
取
得
時
効
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
、

第
三
者
の
氏
名
を
長
期
間
使
用
し
て
も
、
そ
の
氏
名
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
氏
名
権
は
処
分
不
可
能
な
性
質
を
有
し
て
い
る
た
め
、
合
意
に
よ
っ
て
氏
名
を
終
局
的
に
譲
渡
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
氏
名
の
使
用
に
関
す
る
合
意
を
し
た
後
も
、
合
意
の
対
象
と
な
っ
た
氏
名
権
は

本
人
に
帰
属
し
て
お
り
、
本
人
は
自
己
の
氏
名
の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

氏
名
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
一
般

 　

氏
名
の
使
用
に
関
す
る
合
意
は
様
々
な
場
面
で
締
結
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
夫
婦
が
離
婚
後
の
氏
の
使
用
に
つ
い
て
合
意
す
る

場
合
や
、
会
社
の
創
業
者
な
ど
が
自
己
の
氏
名
を
商
号
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
す
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
本
人

が
自
己
の
氏
名
を
作
品
の
中
で
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
す
る
場
合
な
ど
も
あ
る
（

　22
）
。
こ
う
し
た
合
意
一
般
に
つ
い
て
、

そ
の
撤
回
可
能
性
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
、
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
は
、
本
人
の
人
格
と
関
わ
る
た
め
、
氏
の
使
用
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
た
者

は
、
自
己
の
氏
の
使
用
の
禁
止
を
求
め
る
に
至
っ
た
事
情
を
正
当
化
し
、
か
つ
、
契
約
の
相
手
方
が
奪
わ
れ
た
利
益
を
賠
償
す
る

こ
と
で
、
合
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
（

　23
）
。
さ
ら
に
、
氏
名
を
商
号
と
し
て
用
い
る
合
意
を
除
き
、

同
様
の
要
件
の
も
と
で
撤
回
を
肯
定
す
る
見
解
も
あ
り
、
非
財
産
的
権
利 
に
関
す
る
合
意
と
財
に
関
す
る
合
意
と
の
相
違
を
意
識

す
る
見
解
も
あ
っ
た
（

　24
）
。

　

近
年
で
は
、
氏
名
権
は
処
分
不
可
能
な
非
財
産
的
権
利
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
自
己
の
氏
が



論　　説

10金沢法学64巻１号（2021）

無
断
で
使
用
さ
れ
た
と
き
に
行
使
で
き
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
権
利
放

棄
の
よ
う
な
も
の
（sem

blable renonciation

）
は
、
濫
用
を
避
け
る
た
め
に
一
定
の
予
告
期
間
を
設
け
た
通
知
を
す
る
こ
と
で
、

撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
。
た
だ
し
、
氏
名
を
商
号
と
し
て
使
用
す
る
旨
の
合
意
は
撤
回
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
（

　25
）
。
こ
こ
で
は
、
氏
名
を
相
手
に
使
用
さ
せ
る
旨
の
合
意
を
差
止
請
求
権
や
損
害
賠
償
請
求
権
の
放
棄
と
し

て
捉
え
た
う
え
で
、
そ
の
権
利
放
棄
の
撤
回
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。 

　

こ
の
よ
う
に
、
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
一
般
に
関
し
て
は
、
氏
が
商
号
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
人
格
の
尊
重
を

根
拠
と
し
て
撤
回
可
能
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
論
ず
る
見
解
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
具
体
的
場
面
と
し
て
、
離
婚
後
の
氏
の

使
用
に
関
す
る
合
意
と
、
商
号
と
し
て
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
き
た
い
。

㈡　

離
婚
後
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性

 　

夫
婦
の
一
方
が
、
他
方
配
偶
者
に
対
し
て
、
離
婚
後
も
自
己
の
氏
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
妻
が
、
夫
の
名
前
で
長
期
に
わ
た
り
生
活
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
離
婚
後
も
、
夫
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と

を
望
む
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
自
己
の
氏
の
使
用
に
つ
い
て
合
意
を
し
た
配
偶
者
は
、
そ
の
合
意
を
撤
回
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
先
行
業
績
も
参
照
し
な
が
ら
（

　26
）
、
ま
ず
、（
１
）
離
婚
後
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
合

意
の
撤
回
を
否
定
し
た
初
期
の
破
毀
院
判
決
を
巡
る
議
論
状
況
を
確
認
す
る
。
次
に
、（
２
）
こ
の
立
場
を
変
更
し
て
、
合
意
の

撤
回
を
無
条
件
で
肯
定
し
た
破
毀
院
判
決
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
最
後
に
、（
３
）
合
意
の
撤
回
を
無
条
件
で
肯
定
す
る
破
毀
院

の
立
場
は
、
そ
の
後
の
控
訴
院
判
決
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
て
お
り
、
現
行
法
で
は
、
正
当
な
理
由
の
あ
る
場
合
に
限
り
、
合
意
の

撤
回
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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１　

議
論
の
生
成

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
制
定
前
後
に
は
、
離
婚
が
可
能
で
あ
っ
た
時
期
も
部
分
的
に
は
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
離
婚
が
禁
止
さ
れ

て
い
た
。
離
婚
が
全
面
的
に
可
能
と
な
っ
た
の
は
、
一
八
八
四
年
七
月
二
七
日
の
法
律
の
制
定
以
後
の
こ
と
で
あ
る
（

　27
）
。
そ
の

後
、
一
八
九
三
年
二
月
六
日
の
法
律
に
よ
っ
て
、
離
婚
後
は
、
夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
婚
姻
前
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
と

定
め
ら
れ
た
（
民
法
典
旧
二
九
九
条
二
項
）（
　28
）
。

 　

民
法
典
旧
二
九
九
条
二
項　

離
婚
の
効
果
に
よ
り
、
夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
氏
の
使
用
を
回
復
す
る
（

　29
）
。

　

旧
二
九
九
条
二
項
に
つ
い
て
、
起
草
者
は
、
離
婚
後
も
同
じ
氏
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
夫
婦
の
連
帯
感
を
維
持
す
る
こ
と

は
不
当
な
結
果
で
あ
る
と
の
考
慮
か
ら
、
離
婚
の
当
然
の
効
果
と
し
て
、
当
然
に
婚
姻
前
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え

て
い
た
（

　30
）
。
そ
の
た
め
、
離
婚
後
も
妻
が
夫
の
氏
を
使
用
し
て
い
る
と
き
に
は
、
夫
は
、
旧
二
九
九
条
二
項
に
基
づ
い
て
、
妻

に
対
し
て
、
氏
の
使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、【
一
】
判
決
に
よ
っ
て
、
妻
が
仕
事
で
夫
の
氏

を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
夫
が
承
諾
を
与
え
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
夫
は
、
同
条
同
項
に
基
づ
い
て
、
妻
の
氏
の
使
用
を

禁
止
で
き
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

【
一
】
セ
ー
ヌ
大
審
裁
判
所
一
九
〇
九
年
一
一
月
一
九
日
判
決
（

　31
）
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〔
事
実
〕　

　

Ｙ
（K

iéliger

）
夫
人
は
、
Ｘ
（Filliaux

）
氏
と
婚
姻
し
て
お
り
、
婚
姻
期
間
中
、
Ｘ
の
氏
を
使
用
し
て
劇
場
で
演
劇
活
動
を

し
て
い
た
。
一
九
〇
一
年
、
Ｘ
氏
と
Ｙ
夫
人
の
間
で
離
婚
が
成
立
し
た
。
Ｙ
は
、
Ｘ
の
氏
で
名
声
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

一
九
〇
六
年
、
再
び
Ｘ
の
氏
を
使
用
し
て
演
劇
活
動
を
行
っ
た
。
一
九
〇
七
年
、
Ｙ
は
、
パ
リ
の
劇
場
で
婚
約
を
発
表
し
た
こ
と

も
あ
り
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
Ｘ
の
氏
の
使
用
停
止
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
、
Ｘ
の
氏
を
使
用
し
て
名
声
を
得
た
の

で
あ
っ
て
、
Ｘ
の
氏
は
Ｙ
の
資
産
な
い
し
は
共
同
所
有
に
属
す
る
こ
と
や
、
婚
姻
解
消
後
も
Ｘ
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て

黙
示
の
承
諾
を
得
て
い
た
こ
と
を
主
張
し
た
。

〔
判
旨
〕

　

請
求
認
容
。
商
業
活
動
を
行
う
女
性
が
、
ど
れ
ほ
ど
名
声
を
獲
得
し
て
い
た
と
し
て
も
、
夫
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
破
産
な
ど
に
よ
っ
て
夫
に
不
利
益
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
旨
は
、
劇
場

に
お
い
て
夫
の
氏
の
使
用
を
望
む
Ｙ
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
さ
ら
に
、
Ｘ
が
、
Ｙ
を
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
た
時
期
に
自
己

の
氏
の
使
用
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
て
い
た
と
し
て
も
、
離
婚
後
に
は
い
か
な
る
効
果
も
有
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
は
、
Ｙ

に
対
し
て
、
民
法
典
〔
旧
〕
二
九
九
条
に
基
づ
き
、
氏
の
使
用
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
【
一
】
判
決
で
は
、
妻
が
夫
の
氏
を
使
用
す
る
必
要
性
が
高
く
、
さ
ら
に
、
夫
の
承
諾
を
得
て
い
た
事
案
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
妻
が
夫
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
夫
に
不
利
益
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を

認
容
し
た
。
本
判
決
で
は
、
合
意
の
撤
回
可
能
性
は
争
わ
れ
て
い
な
い
が
、
Ｘ
が
承
諾
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
る

た
め
、
実
質
的
に
は
、
合
意
の
撤
回
を
認
め
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
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離
婚
後
も
氏
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
夫
婦
が
合
意
し
た
場
合
、
こ
の
合
意
は
有
効
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
う
し

た
合
意
を
撤
回
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
二
点
に
つ
い
て
破
毀
院
の
立
場
を
示
し
た
の
が
、
次
に
取
り
上
げ

る
【
二
】
判
決
で
あ
る
。

【
二
】
破
毀
院
民
事
部
一
九
二
四
年
二
月
二
〇
日
判
決
（

　32
）

 〔
事
実
〕

　

離
婚
手
続
に
お
い
て
、
Ｘ
（D

e N
oury

）
氏
は
、
Ｙ
（C

ornu

）
夫
人
が
離
婚
後
も
「N

oury

」 

と
い
う
氏
の
使
用
を
継
続
す
る

こ
と
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
民
法
典
旧
二
九
九
条
を
根
拠
と
し
て
、「N

oury

」
と
い
う

氏
の
使
用
の
禁
止
を
求
め
た
。
控
訴
院
は
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
。
Ｘ
が
上
告
。

〔
判
旨
〕

　

上
告
棄
却
。「
こ
の
規
定
〔
民
法
典
旧
二
九
九
条
〕
は
、
各
配
偶
者
に
対
し
て
、
自
ら
の
氏
を
他
方
の
配
偶
者
が
使
用
し
続
け

る
こ
と
を
禁
ず
る
権
利
を
付
与
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
規
定
は
公
序
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
利
害
関
係
を
有
す
る
者

は
、
自
ら
の
選
択
し
た
方
法
に
従
っ
て
、
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
か
ど
う
か
を
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
夫
の

氏
の
使
用
に
つ
い
て
妻
に
与
え
ら
れ
た
承
諾
は
、
氏
の
移
転
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
民
法
典
〔
旧
〕
一
一
二
八
条
に
よ
っ

て
無
効
と
な
る
人
の
身
分
に
関
す
る
合
意
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
」。

　
【
二
】
判
決
は
、
直
接
的
に
は
、
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
が
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
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氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
を
否
定
し
た
原
審
に
つ
い
て
の
上
告
を
棄
却
し
た
事
案
で
あ
る
た
め
、
間
接
的
に
撤
回
を
否
定

し
た
判
決
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、【
二
】
判
決
に
対
し
て
は
、「
何
人
も
、
撤
回
不
能
な
形
で
、
自
ら
の
氏
の
使
用
を
他
人
に
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
し
て
、
批
判
す
る
評
釈
も
あ
る
（

　33
）
。
そ
こ
で
は
、
離
婚
後
も
、
妻
が
夫
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と
は
法
律
上
は
虚
偽
の
読
み
替

え
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
離
婚
後
も
夫
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
夫
の
承
諾
は
、
将
来
に
向
け
て
夫
を
拘
束
す
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
の
承
諾
を
撤
回
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
人
格
の
尊
重
と
と
い
う
観
点
の
み
な

ら
ず
、
法
律
上
は
い
わ
ば
偽
名
を
用
い
る
こ
と
に
関
す
る
合
意
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
こ
う
し
た
合
意
の
拘
束
力
を
否
定
す

べ
き
だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

２　

撤
回
肯
定
説
へ
の
転
換

　

離
婚
後
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
は
、【
二
】
判
決
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、【
三
】
判
決
と
【
四
】

判
決
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
状
況
に
変
化
の
兆
し
が
現
れ
る
。

【
三
】
パ
リ
控
訴
院
一
九
五
六
年
七
月
四
日
判
決
（

　34
）

〔
事
実
〕

　

医
者
で
あ
る
Ｙ
夫
人
は
、
離
婚
後
も
、
元
夫
で
あ
る
Ｘ
の
氏
を
仕
事
上
も
使
用
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
Ｙ
が
Ｘ
の
氏
を
使
用

す
る
に
あ
た
り
、
Ｘ
は
、
承
諾
を
与
え
て
お
ら
ず
、
Ｙ
に
よ
る
Ｘ
の
氏
の
使
用
を
容
認
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
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て
、
自
ら
の
氏
の
使
用
停
止
を
求
め
た
。
第
一
審
は
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
て
、
Ｙ
に
対
し
て
三
か
月
以
内
に
Ｘ
の
氏
の
使
用
を

停
止
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
Ｙ
が
控
訴
。

〔
判
旨
〕

　

控
訴
棄
却
。
離
婚
し
た
夫
は
、
民
法
典
〔
旧
〕
二
九
九
条
に
基
づ
い
て
、
自
己
の
氏
の
使
用
を
停
止
さ
せ
る
権
利
を
有
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
Ｘ
は
、
自
己
の
氏
を
Ｙ
が
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
て
い
な
い
と
し
て
も
、
長
期
間
に
わ
た
り
、
容

認
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
容
認
は
、「
一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
訴
訟
提
起
と
と
も
に
失
効
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」。
し

た
が
っ
て
、
Ｙ
は
、
Ｘ
の
氏
の
使
用
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
Ｙ
の
顧
客
は
Ｘ
の
氏
に
慣
れ
て
い
る
こ
と
を
考

慮
し
て
、
本
判
決
の
執
行
は
二
年
間
猶
予
す
る
。

【
四
】
パ
リ
控
訴
院
一
九
五
九
年
一
月
七
日
判
決
（

　35
）

〔
事
実
〕

　

Ｘ
（D

iel

）
夫
人
と
Ｙ
（B

illotte

）
氏
は
、
セ
ー
ヌ
大
審
裁
判
所
一
九
五
一
年
四
月
二
六
日
の
判
決
に
お
い
て
裁
判
離
婚
を
し
た
。

も
っ
と
も
、
Ｙ
は
、
Ｘ
に
対
し
て
、
離
婚
後
も
氏
の
使
用
を
常
に
継
続
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
明
示
的
に
承
諾
を
与
え
て
い
た
。

し
か
し
、
Ｘ
は
、
Ｙ
の
氏
を
用
い
て
身
分
証
明
書
類
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
、
官
公
庁
に
お
け
る
氏
の
使
用
に
つ
い

て
不
便
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
Ｘ
が
Ｙ
の
氏
の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
に
関
す
る
Ｙ
の
承

諾
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
裁
判
上
の
確
認
を
求
め
た
。
セ
ー
ヌ
大
審
裁
判
所
一
九
五
八
年
一
月
一
一
日
判
決
は
、
Ｘ
の
訴
え

を
棄
却
。
Ｘ
が
控
訴
。
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〔
判
旨
〕

　

夫
の
氏
の
使
用
に
つ
い
て
妻
に
与
え
ら
れ
た
承
諾
は
、
こ
の
氏
の
移
転
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
民
法
典

〔
旧
〕
一
一
二
八
条
に
よ
っ
て
無
効
と
な
る
、
人
の
身
分
に
関
す
る
合
意
を
構
成
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
元
配
偶
者
〔
元
夫
〕
の

側
か
ら
、〔
氏
の
使
用
に
つ
い
て
〕
い
か
な
る
異
議
も
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
、 

承
諾
類
似
の
も
の
（une 

sem
blable autorisaiton

）
は
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
本
質
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
妻
が
、
第
三
者
と
の

関
係
に
お
い
て
氏
の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
利
益
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
に
限
り
、
裁
判
所
は
、
妻
が

氏
の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
【
三
】
判
決
と
【
四
】
判
決
で
は
、
自
己
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
元
夫
の
承
諾
の
存
在
を
必
ず
し
も
認
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、【
三
】
判
決
は
、
元
夫
が
自
己
の
氏
の
使
用
に
つ
い
て
明
示
的
に
承
諾
を
与
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
容
認
し
て

い
た
に
過
ぎ
な
い
事
案
で
あ
る
。【
四
】
判
決
は
、
明
示
的
な
承
諾
を
与
え
て
い
た
事
案
で
あ
る
が
、
控
訴
院
に
よ
れ
ば
、
そ
の

承
諾
は
「
承
諾
類
似
の
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
拘
束
力
を
有
す
る
合
意
が
成
立
し
て
い
る
事
案
か
ど
う

か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
、
合
意
の
撤
回
可
能
性
を
正
面
か
ら
肯
定
し
た
の
が
、【
五
】
判
決
で

あ
っ
た
。

 【
五
】
破
毀
院
一
九
六
四
年
一
〇
月
一
三
日
判
決

〔
事
実
〕

　

一
九
五
二
年
一
一
月
二
二
日
、
Ｘ
（M

ichel Lefort

）
氏
と
Ｙ
（C

ollet Pollack
）
夫
人
は
離
婚
し
た
。
パ
リ
で
、
Ｙ
は
、
夫
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の
氏
を
含
む
「C

ollet Lefort

」
と
い
う
商
号
で
婦
人
洋
品
等
を
扱
う
店
舗
を
経
営
し
て
い
た
。
一
九
五
三
年
七
月
一
〇
日
、
Ｘ
は
、

離
婚
後
も
自
ら
の
氏
の
使
用
を
永
久
に
許
可
す
る
旨
を
記
し
た
私
信
を
送
付
し
て
、
Ｙ
が
Ｘ
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

そ
の
後
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
氏
の
使
用
の
禁
止
を
求
め
た
。
セ
ー
ヌ
大
審
裁
判
所
一
九
五
九
年
一
月
三
〇
日
判
決
は
、
Ｘ
の

請
求
を
認
容
。
Ｙ
が
控
訴
。

〔
原
審
判
旨
（

　36
）
〕

　

Ｙ
の
控
訴
を
認
容
。
Ｙ
に
認
め
ら
れ
て
い
た
元
夫
の
氏
を
使
用
す
る
権
限
は
、
移
転
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
Ｙ

が
〔
氏
に
つ
い
て
〕
通
常
で
は
な
い
使
用
を
し
た
り
、
氏
の
使
用
に
よ
る
混
同
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
り
す
る
と
き
に
は
、
Ｘ

は
、
こ
の
権
限
を
常
に
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
Ｘ
は
、
意
思
に
基
づ
く
一
方
的
な
表
明
で
あ
る
と
し
て
、
気
ま
ぐ

れ
に
、
か
つ
、
理
由
も
な
く
、
そ
の
承
諾
を
撤
回
し
、
契
約
上
の
義
務
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
Ｙ
は
、
一
九
五
二
年
以
来
、

多
数
の
国
際
的
な
顧
客
と
取
引
を
し
て
き
て
お
り
、「C

ollet Lefort

」
と
い
う
取
引
上
の
名
称
の
み
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
て
き
た
し
、

今
も
な
お
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
や
む
を
得
な
い
理
由
も
な
く
、
か
つ
、
恣
意
的
に
、
Ｘ
の
氏
の
使
用
を
撤
回

さ
せ
る
こ
と
は
、
Ｙ
に
相
当
か
つ
不
当
な
損
害
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

〔
破
毀
院
判
旨
（

　37
）
〕

　

破
毀
移
送
。 

こ
の
規
定
〔
民
法
典
二
九
九
条
〕
は
、
公
序
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
配
偶
者
の
一
方
が
、
そ
の
他
方
に

対
し
て
、
自
ら
の
氏
の
使
用
を
禁
ず
る
と
い
う
、
配
偶
者
の
各
人
に
与
え
ら
れ
た
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
は
利
害
関
係
人
の
自
由

で
あ
る
。
元
配
偶
者
の
一
人
が
、
そ
の
他
方
に
対
し
て
、
氏
の
使
用
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
与
え
た
承
諾
は
、
一
時
的
な

も
の
に
過
ぎ
ず
、
い
つ
で
も
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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控
訴
院
判
決
は
、
氏
に
つ
い
て
通
常
で
は
な
い
使
用
を
し
た
り
、
氏
の
使
用
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
り
す
る
場
合
に
の
み
撤

回
を
認
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、 

破
毀
院
判
決
は
、
無
条
件
で
氏
の
使
用
に
つ
い
て
の
合
意
の
撤
回
を
認
め
た
。
つ
ま
り
、

【
五
】
判
決
に
よ
っ
て
、
離
婚
後
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
は
撤
回
で
き
る
と
の
法
理
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
、

【
二
】
判
決
の
変
更
を
意
味
し
て
い
る
（

　38
）
。

　
【
五
】
判
決
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
見
解
は
、
合
意
の
撤
回
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
配
偶
者
が
自
己
の
氏
の
使
用
に
つ
い
て
承
諾

を
与
え
る
場
面
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
賢
明
な
司
法
政
策
で
あ
る
と
述
べ
る
（

　39
）
。
こ
れ
に
対
し
、
同
判
決
を
否
定
的

に
評
価
す
る
見
解
は
、 
①
個
人
的
な
都
合
か
ら
離
婚
後
も
氏
の
使
用
を
継
続
し
た
い
と
考
え
て
い
る
場
面
と
、
②
自
ら
の
仕
事
上

の
活
動
と
し
て
、
氏
の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
重
要
な
場
面
を
区
別
す
べ
き
だ
と
い
う
。
そ
の
う
え
で
、
①
に
つ
い
て
は
、
氏

の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。
②
に
つ
い
て
は
、
妻
が
婚
姻
中
に
用
い
て
い
た
夫
の
氏
を
使
用
し
な

く
な
る
こ
と
は
、
取
引
相
手
か
ら
み
れ
ば
、
妻
の
経
済
状
態
の
悪
化
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
夫
が

氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
を
撤
回
で
き
る
の
は
、
妻
が
夫
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
に
混
同
や
損
害
を
生
じ
さ
せ
た

と
き
に
限
ら
れ
る
べ
き
だ
と
論
ず
る
（

　40
）
。
さ
ら
に
、
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
を
い
つ
で
も
撤
回
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
離

婚
後
の
妻
や
子
の
置
か
れ
る
立
場
が
不
安
定
に
な
る
と
い
う
批
判
も
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
（

　41
）
。

　

こ
の
よ
う
に
、【
五
】
判
決
に
対
し
て
は
批
判
も
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
七
五
年
七
月
一
一
日
の
法
律
制
定
前
に
は
、
離

婚
後
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
は
自
由
に
撤
回
で
き
る
と
い
う
の
が
実
定
法
の
状
況
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
（

　42
）
。
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３　

撤
回
制
限
説
へ
の
転
換

　

⑴　

一
九
七
五
年
七
月
一
一
日
の
法
律
制
定
後

　

一
九
七
五
年
七
月
一
一
日
の
離
婚
の
改
革
を
定
め
る
法
律
第
六
一
七
号
（

　43
）
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
第
一
偏
第
六
章
『
離

婚
』
が
全
面
的
に
改
正
さ
れ
た
。
改
正
後
の
民
法
典
旧
二
六
四
条
に
よ
っ
て
、
離
婚
後
も
、
妻
は
、
夫
の
同
意
を
得
て
、
夫
の
氏

の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

 

民
法
典
旧
二
六
四
条　

離
婚
の
結
果
、
夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
そ
の
氏
の
使
用
を
回
復
す
る
。

二
項　

た
だ
し
、
第
二
三
七
条
及
び
第
二
三
八
条
に
定
め
る
場
合
に
は
、
妻
は
、
離
婚
が
夫
に
よ
っ
て
請
求
さ
れ
た
と
き
は
、

夫
の
氏
の
使
用
を
保
持
す
る
権
利
を
有
す
る
。

三
項　

そ
の
他
の
場
合
に
は
、
妻
は
、
夫
の
同
意
を
得
て
、
若
し
く
は
、
妻
が
自
己
又
は
子
の
た
め
に
特
別
の
利
益
が
そ
の
氏

に
付
着
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
と
き
は
裁
判
官
の
許
可
を
得
て
、
夫
の
氏
の
使
用
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

　44
）
。

　

民
法
典
旧
二
六
四
条
三
項
に
よ
っ
て
、 

離
婚
後
も
、
妻
は
夫
の
同
意
を
得
て
夫
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ

た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
合
意
が
撤
回
で
き
る
場
面
は
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
評
価
に
傾
く
こ
と
に
な

る
。
こ
の
こ
と
を
決
定
づ
け
た
の
が
、【
六
】
判
決
で
あ
っ
た
。
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【
六
】
パ
リ
控
訴
院
一
九
七
九
年
三
月
九
日
判
決
（

　45
）

〔
事
実
〕

　

一
九
七
七
年
二
月
一
日
、
妻
で
あ
る
Ｙ
は
、
夫
で
あ
る
Ｘ
と
離
婚
し
、
同
日
、
Ｙ
は
、
Ｘ
の
氏
を
二
〇
年
以
上
使
用
し
て
い
た

こ
と
も
あ
り
、
今
後
も
そ
の
氏
の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
し
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
自
ら
の
氏
の

使
用
に
つ
い
て
真
の
合
意
は
与
え
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
氏
の
使
用
に
つ
い
て
元
妻
に
対
し
て
与
え
た
承

諾
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
Ｙ
の
氏
の
使
用
の
禁
止
を
求
め
て
訴
え
た
。
パ
リ
大
審
裁

判
所
一
九
七
八
年
一
月
一
七
日
判
決
は
、
Ｙ
が
Ｘ
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
が
あ
っ
た
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
。

Ｘ
が
控
訴
。

〔
判
旨
〕

　

控
訴
棄
却
。「
民
法
典
二
六
四
条
三
項
に
よ
り
、
離
婚
し
た
妻
は
、
夫
の
合
意
に
基
づ
い
て
、
夫
の
氏
の
使
用
を
維
持
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
本
条
は
、
裁
判
官
が
合
意
の
有
効
性
を
承
認
し
な
く
て
も
、
両
配
偶
者
が
締
結
し
た
合
意
を
有
効
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
合
意
に
は
、〔
当
事
者
を
〕
拘
束
す
る
性
質
が
常
に
与
え
ら
れ
る
。 

そ
の
結
果
、
夫
が
自
ら
の
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
妻
が
与
え
ら
れ
た
合
意
を
濫
用
的
に
使
用
し
て
い
た
と
き
に
限
ら
れ
る
」。

　
【
六
】
判
決
は
、
夫
が
自
己
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
妻
が
夫
の
氏
を
濫
用
的
に
使
用

し
て
い
た
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
た
め
、【
五
】
判
決
が
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
は
撤
回
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
命
題
は
、
実
質
的
に
は
変
更
さ
れ
て
い
る
。
一
九
七
九
年
に
公
表
さ
れ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
離
婚
後
も
、
妻
が
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夫
の
氏
を
継
続
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
、
地
域
差
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
お
り
（

　46
）
、

【
五
】
判
決
の
立
場
を
変
更
す
る
こ
と
は
実
質
的
に
も
必
要
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

民
法
典
旧
二
六
四
条
三
項
に
よ
っ
て
、
夫
が
自
己
の
氏
の
使
用
に
つ
い
て
同
意
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
た
こ
と

と
、【
六
】
判
決
を
踏
ま
え
て
、
学
説
の
状
況
に
も
変
化
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、【
五
】
判
決
の
よ
う
に
氏
の
使
用
に
関
す
る

合
意
は
い
つ
で
も
撤
回
で
き
る
と
説
く
見
解
は
少
数
と
な
り
（

　47
）
、
多
く
の
学
説
は
、
氏
が
濫
用
的
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
の
み

撤
回
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
論
ず
る
よ
う
に
な
る
（

　48
）
。
な
お
、
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
は
、
人
の
属
性
（un attibut de la 

personne

）
に
関
わ
る
と
い
う
特
殊
性
か
ら
、
通
常
の
契
約
と
は
異
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
妻
に
よ
る
夫

の
氏
の
使
用
が
濫
用
的
で
あ
る
こ
と
や
、
夫
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
い
っ
た
、
重
大
な
理
由
（m

otifs graves

）
を
夫
が

証
明
し
た
場
合
、
合
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
、
通
常
の
解
除
法
理
と
は
異
な
る
特
殊
な
法
理
で
あ
る
と
い
う

（
　49
）
。

　

⑵　

二
〇
〇
四
年
四
月
二
六
日
の
法
律
制
定
後 　
　

 

現
行
法
に
お
け
る
状
況

　

現
行
法
で
は
、
離
婚
後
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
規
定
は
、
二
〇
〇
四
年
四
月
二
六
日
の
法
律
第
一
六
条
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
（

　50
）

民
法
典
二
六
四
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

 

民
法
典
現
行
二
六
四
条　

離
婚
に
よ
っ
て
、
夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
そ
の
配
偶
者
の
氏
の
使
用
を
失
う
。

二
項　

配
偶
者
の
一
方
は
、
他
方
配
偶
者
の
合
意
を
得
る
か
、
又
は
、
自
己
ま
た
は
子
に
関
連
す
る
特
別
の
利
益
を
正
当
化
で

き
る
と
き
に
は
、
裁
判
官
の
許
可
を
得
て
、
他
方
配
偶
者
の
氏
の
使
用
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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原
則
と
し
て
、
離
婚
し
た
配
偶
者
の
一
方
は
、
他
方
の
配
偶
者
の
氏
の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
（
民
法
典
二
六

四
条
一
項
）、
他
方
配
偶
者
の
合
意
を
得
た
場
合
に
は
、
離
婚
後
も
他
方
配
偶
者
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
法
典
二

六
四
条
二
項
）。
こ
の
合
意
は
、
正
当
な
理
由
の
あ
る
場
合
に
限
り
、
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

　51
）
。

㈢　

氏
の
商
号
と
し
て
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性

　

こ
こ
で
は
、
本
人
が
氏
の
使
用
に
つ
い
て
承
諾
を
与
え
る
こ
と
で
、
そ
の
氏
が
財
産
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
面
に
つ
い
て
取
り
上

げ
る
。
た
と
え
ば
、
会
社
の
創
業
者
が
自
ら
の
氏
を
商
号
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
を
し
た
場
合
、
そ
の
創
業
者
は

合
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、（
１
）
撤
回
可
能
性
を
否
定
し
た
破
毀
院
一
九
八
五

年
判
決
以
前
の
議
論
状
況
と
、（
２
）
そ
れ
以
後
の
議
論
状
況
に
区
別
し
て
分
析
し
よ
う
。

１　

破
毀
院
商
事
部
一
九
八
五
年
三
月
一
二
日
判
決
以
前
の
状
況

 　

⑴　

商
号
と
営
業
財
産

　

氏
が
商
号
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
分
析
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
も
そ
も
商
号
は
営
業
財
産
に
含
ま
れ
る
の
か
ど
う

か
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
九
世
紀
か
ら
、
裁
判
例
で
は
、
営
業
財
産
が
売
却
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
買
主
は
、
売
主
の

商
号
の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
（

　52
）
。
さ
ら
に
、
営
業
財
産
の
売
買
と
営
業
質
に
関
す
る
一
九
〇
七
年

三
月
一
七
日
の
法
律
第
一
条
第
二
項
お
い
て
も
、
商
号
は
営
業
財
産
を
構
成
し
て
い
る
の
で
、
営
業
財
産
の
売
却
に
伴
っ
て
商
号
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も
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
（

　53
）
。
こ
こ
で
は
、
商
号
が
営
業
財
産
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
学
説
で
は
、
氏
が
商
号
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
商
号
は
営
業
財
産
を

構
成
す
る
た
め
譲
渡
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
工
業
事
業
を
売
却
し
た
者
は
、
そ
の
事
業
で
使
用
し

て
い
た
名
称
も
売
却
し
た
と
み
な
さ
れ
る
と
述
べ
る
見
解
や
（

　54
）
、
反
対
の
証
拠
が
な
い
限
り
、
営
業
財
産
の
譲
渡
に
よ
っ
て
、

そ
の
譲
受
人
は
、
譲
渡
人
が
用
い
て
い
た
名
称
で
事
業
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
見
解
が
あ
る
（

　55
）
。
こ
の
よ
う
に
、

商
号
は
営
業
財
産
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
営
業
財
産
の
譲
渡
は
、
商
号
の
譲
渡
も
当
然
に
伴
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

⑵　

商
号
と
し
て
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性

　

十
九
世
紀
に
は
、
氏
の
商
号
と
し
て
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
も
あ
っ
た
（

　56
）
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
見
解
に
追
随
す
る
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
の
後
の
学
説
で
は
、
氏
を
含
む
商
号
を
使
用
し
た
会
社
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
譲
渡
人
は
、
譲
受
人
に
対
し
て
、
氏
の

使
用
を
禁
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
モ
ヌ
リ
ー
は
、
神
の
恵
み
に
（A

 la G
râce de 

D
ieu

）
と
い
っ
た
架
空
の
名
称
が
商
号
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
氏
が
商
号
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
譲
受
人
の
経
営
が
不
適
切
で
あ
っ
て
事
業
が
衰
退
し
、
倒
産
し
た
よ
う
な
と
き
に
は
、
そ
れ
に
伴
う
悪
影
響

が
譲
渡
人
で
あ
る
本
人
に
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
人
は
、
譲

受
人
に
対
し
て
、「
旧
デ
ュ
ボ
ワ
社
」
や
、「
デ
ュ
ラ
ン
の
後
継
者
」
と
い
っ
た
記
載
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
に
と

ど
ま
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
譲
受
人
は
、
自
ら
が
事
業
の
譲
受
人
で
あ
る
こ
と
を
顧
客
に
周
知
さ
せ
る
権
利
を
得
て
い
る
か
ら

で
あ
る
（

　57
）
。
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さ
ら
に
、
プ
イ
エ
は
、
会
社
の
創
業
者
で
あ
る
売
主
は
、
譲
渡
後
の
会
社
の
経
営
状
態
の
悪
化
に
よ
り
、
自
ら
の
評
判
が
損
な

わ
れ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
創
業
者
の
氏
名
は
、
会
社
の
名
称
と
同

じ
で
あ
る
と
し
て
も
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
個
性
（individualités

）
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（

　58
）
。

　

二
〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
氏
の
商
号
と
し
て
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
を
肯
定
す
る
見
解
（

　59
）
も
あ
っ
た
が
、
こ
う
し

た
合
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
理
解
が
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
（

　60
）
。
そ
の
前
提
と
し
て
は
、
氏
が
商
号
と
し
て

使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
は
営
業
財
産
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
（

　61
）
、
本
人
が
自
己
の
氏
を
第
三
者
に
使
用
さ
せ

る
場
面
と
は
異
な
る
と
の
見
方
が
あ
ろ
う
（

　62
）
。

２　

破
毀
院
に
よ
る
合
意
の
撤
回
の
否
定 　
　

 

破
毀
院
商
事
部
一
九
八
五
年
三
月
一
二
日
判
決

　

氏
の
商
号
と
し
て
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
に
つ
い
て
、
破
毀
院
と
し
て
初
め
て
判
断
を
下
し
た
の
が
、【
七
】

判
決
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
商
号
と
し
て
の
使
用
に
関
す
る
合
意
に
よ
っ
て
氏
が
譲
渡
さ
れ
て
い
る
と
の
理
解
は
、【
八
】
判
決
に

よ
っ
て
も
示
さ
れ
た
。

 【
七
】
破
毀
院
商
事
部
一
九
八
五
年
三
月
一
二
日
判
決
〔
ボ
ル
ダ
ス
事
件
〕（
　63
）

〔
事
実
〕

　

一
九
四
一
年
一
〇
月
二
一
日
、
リ
ヨ
ン
で
、
Ｘ
（Pierre B

ordas

）
と
そ
の
弟
で
あ
る
Ａ
（H

enri B
ordas

）
は
、
自
ら
を
最
高

経
営
責
任
者
（président-directeur général

）
と
し
て
、
有
限
会
社
で
あ
る
Ｙ
（Les éditions de la France nouvelle

）
を
設
立
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し
た
。
一
九
四
六
年
一
月
二
三
日
に
、
こ
の
会
社
の
本
社
が
パ
リ
に
移
転
さ
れ
、
Ｙ
の
名
称
は
「Editions B

ordas

」
に
変
更
さ

れ
た
。
一
九
六
七
年
三
月
一
三
日
、
Ｙ
は
、
社
名
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
株
式
会
社
と
な
っ
た
。
そ
の
直
後
、
Ａ
は
死
亡
し
た
。

Ｘ
が
有
し
て
い
る
株
式
は
少
数
と
な
っ
た
。
一
九
七
七
年
、
Ｘ
は
、
他
の
株
主
と
対
立
し
た
こ
と
も
あ
り
、
最
高
経
営
責
任
者
を

辞
任
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
八
年
に
別
会
社
で
あ
る
「Pierre B

ordas et Fils éditeurs M
aison

」
を
設
立
し
た
。
そ
こ
で
、 

Ｘ

は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
自
ら
の
氏
で
あ
る
「B

ordas

」
の
使
用
の
禁
止
を
求
め
て
訴
え
た
。
パ
リ
大
審
裁
判
所
一
九
八
三
年
六
月
一

四
日
判
決
は
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
。
Ｘ
が
控
訴
。

〔
原
審
判
旨
（

　64
）
〕

　

Ｘ
の
請
求
認
容
。「B

ordas
と
い
う
氏
は
、
他
の
氏
と
同
様
に
、
譲
渡
不
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
時
効
が
起
算
す
る
こ
と
も
な
く
、

そ
の
名
義
人
及
び
家
族
の
所
有
に
属
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
氏
が
会
社
名
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
Ｘ
か
ら
す
れ
ば
、

自
己
の
氏
の
使
用
に
つ
い
て
の 

単
純
許
容
（sim

ple tolérance

）
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
沈
黙
は
、
Ｘ
が
正
当
な
理
由
を
述
べ
て
い

る
な
ら
ば
、
濫
用
で
な
い
限
り
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」。
Ｘ
の
請
求
は
濫
用
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
Ｙ
は
、
判
決
の

送
達
日
か
ら
四
ヶ
月
以
内
にB

ordas

と
い
う
氏
の
使
用
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〇　

Ｙ
の
上
告
理
由

　

氏
は
、
原
則
と
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
氏
が
商
号
と
し
て
使
用
さ
れ
る
と
き
に
は
、
主
体
の
人
格
と
切

断
さ
れ
て
い
る
た
め
、
氏
の
性
質
に
関
す
る
民
法
上
の
特
殊
性
が
失
わ
れ
る
の
で
、
氏
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
社
は
、

商
号
を
使
用
し
て
取
引
を
行
う
こ
と
で
評
判
を
獲
得
す
る
た
め
、
商
号
に
氏
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
商
号
を
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
す
れ
ば
混
乱
が
生
ず
る
。
さ
ら
に
、
会
社
は
商
号
を
継
続
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
利
益
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を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
会
社
が
氏
を
含
む
商
号
の
使
用
を
継
続
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
は
、
そ
の
商
号
の
使
用
に
よ
っ
て
本
人
の
名
声
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
濫
用
的
に
商
号
が
使

用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。

　

本
件
に
お
い
て
、
Ｘ
は
、
自
ら
の
名
声
に
侵
害
を
与
え
る
よ
う
な
不
誠
実
な
行
為
の
存
在
や
、
自
ら
の
氏
に
関
す
る
評
判
を
傷

つ
け
る
よ
う
な
濫
用
的
行
為
の
存
在
に
つ
い
て
主
張
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
は
、B

ordas

と
い
う
氏
を
Ｙ
社
が
使
用
す

る
こ
と
を
禁
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〔
破
毀
院
判
旨
〕

　

破
毀
移
送
。「
氏
の
譲
渡
不
可
能
性
や
、
時
効
に
か
か
ら
な
い
こ
と
と
い
う
原
則
は
、
…
…
本
人
が
自
由
に
氏
を
処
分
す
る
こ

と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
氏
を
会
社
名
や
商
号
と
し
て
使
用
す
る
合
意
の
締
結
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
…
…
。

こ
の
〔B

ordas

と
い
う
〕
氏
は
、
…
…
会
社
の
規
約
に
挿
入
さ
れ
た
こ
と
で
、
…
…
そ
の
氏
を
有
し
て
い
た
自
然
人
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
識
別
記
号
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
無
体
所
有
（propriété  incorporelle

）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
」。
し
た
が
っ
て
、

控
訴
院
判
決
は
、
先
述
の
条
文
（
民
法
典
一
一
三
四
条
及
び
一
八
二
四
年
六
月
二
八
日
の
法
律
第
一
項
）
に
反
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
破
毀
す
る
。

【
八
】
破
毀
院
商
事
部
一
九
九
〇
年
二
月
二
七
日
〔
マ
ズ
ノ
ー
事
件
〕（
　65
）

〔
事
実
〕

　

一
九
四
二
年
以
来
、
Ｘ
（M

azenod

）
氏
は
、
ス
イ
ス
で
「Édition d'A

rt Lucien M
azenod

」
と
い
う
会
社
を
運
営
し
て
い
た
。
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一
九
四
五
年
、
Ｘ
は
、
他
の
者
と
共
に
、「Les Éditions contem

poraines

」
を
設
立
し
た
。
そ
の
後
、
同
社
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

出
版
社
で
あ
る
Ｙ
（「Editio

」）
と
徐
々
に
親
密
に
な
り
、
一
九
五
〇
年
に
は
、
Ｘ
が
、
Ｙ
の
最
高
経
営
責
任
者
（P. D

. G
.

）
と

な
っ
た
。
一
九
五
四
年
、
Ｘ
は
、「Édition d'A

rt Lucien M
azenod

」
に
関
す
る
権
利
を
Ｙ
に
譲
渡
し
た
。
そ
の
後
、
Ｙ
は
Ｘ
の

氏
を
商
号
と
し
て
使
用
し
て
い
た
が
、
Ｘ
と
Ｙ
の
間
に
不
和
が
生
じ
た
の
で
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
自
己
の
氏
を
商
号
と
し
て

使
用
す
る
こ
と
の
停
止
を
求
め
た
。
パ
リ
控
訴
院
一
九
八
八
年
一
〇
月
一
七
日
判
決
は
、
Ｘ
の
氏
を
商
号
と
し
て
使
用
す
る
こ
と

に
つ
い
て
の
明
示
の
合
意
は
存
在
し
な
い
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
認
容
し
た
。
Ｙ
が
上
告
。

〔
判
旨
〕

　

破
毀
移
送
。「
黙
示
に
な
さ
れ
た
譲
渡
（cession im

plicite

）
に
よ
っ
て
、
氏
は
、
そ
れ
を
有
し
て
い
る
自
然
人
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
識
別
記
号
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
無
体
所
有
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
」。

　

こ
の
よ
う
に
、【
七
】
判
決
で
は
、
控
訴
院
は
撤
回
可
能
性
を
肯
定
し
た
の
に
対
し
、
破
毀
院
は
、
氏
を
商
号
と
し
て
使
用
す

る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
で
、
氏
は
、
自
然
人
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
無
体
所
有
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
、
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
を
否
定
し
た
。
さ
ら
に
、【
八
】
判
決
で
も
、
氏
が
無
体
所
有
の
対
象
と
な
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
【
七
】
判
決
に
関
し
て
、
ゲ
ス
タ
ン
は
、
Ｙ
が
Ｘ
の
氏
を
商
号
と
し
て
用
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｘ
の
氏
は
Ｙ
の
財
産
の
一
部

を
構
成
し
て
い
る
た
め
、
Ｘ
は
、
自
ら
の
氏
の
使
用
を
禁
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
同
判
決
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
同
判
決
に
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
の
は
、
ボ
ネ
（

　66
）
と
コ
ロ
ン
べ
（

　67
）
で
あ
る
。
両
者
は
、「
カ
ッ
コ
ウ

戦
略
（politique du coucou

）」
に
対
す
る
反
感
を
指
摘
し
て
い
る
。「
カ
ッ
コ
ウ
戦
略
」
と
は
、
金
融
グ
ル
ー
プ
が
、
資
金
繰
り
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が
困
難
に
な
っ
た
際
に
有
名
企
業
を
買
収
し
、
創
業
者
を
追
い
出
し
た
う
え
で
、
商
業
的
な
理
由
の
み
で
創
業
者
の
氏
名
を
使
用

し
続
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
は
、
常
に
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
出
版
社
が
こ
の
戦
略
の
対
象
と
な

っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
氏
名
の
本
人
の
信
条
や
人
格
と
関
わ
る
の
で
、
特
に
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
理
論
的
理

由
と
し
て
も
、
氏
名
が
識
別
記
号
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
氏
名
は
、
そ
の
主
体
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

と
論
じ
て
い
る
。

　
【
八
】
判
決
に
関
す
る
評
釈
で
は
、
氏
に
対
す
る
権
利
は
、
著
作
権
と
同
様
に
、
人
格
権
と
し
て
の
側
面
と
財
産
権
と
し
て
の

側
面
の
二
つ
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

　68
）
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
氏
を
自
然
人
の
呼
称
と
し
て
使
用
す
る
権
利
は
、
家
族

と
の
繋
が
り
と
関
わ
る
人
格
権
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
方
で
、
氏
に
は
、
主
体
が
そ
れ
を
経
済
的

に
活
用
す
る
潜
在
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
本
人
が
、
会
社
の
呼
称
や
、
商
標
、
商
号
と
し
て
自
己
の
氏
を

使
用
し
た
と
き
に
は
、
氏
に
関
す
る
財
産
的
権
利
が
発
生
し
、
こ
れ
が
譲
渡
や
使
用
権
の
設
定
の
対
象
と
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

財
産
的
権
利
は
、
人
格
権
に
関
す
る
規
律
に
服
す
る
の
で
は
な
く
、
会
社
法
や
、
契
約
法
に
関
す
る
規
律
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

両
判
決
を
踏
ま
え
て
、
氏 

に
関
す
る
権
利
は
、
人
格
的
側
面
と
財
産
的
側
面
の
双
方
の
性
質
を
有
し
て
お
り
、
後
者
の
み
が
氏

に
つ
い
て
の
無
体
所
有
権
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
り
、
譲
渡
の
対
象
と
な
る
と
分
析
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
氏

の
使
用
を
許
可
し
た
者
が
、
会
社
内
で
の
権
力
が
低
下
し
た
と
き
や
、
少
数
派
に
な
っ
た
と
き
に
、
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
を

撤
回
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
他
の
社
員
を
脅
す
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
商
号
の
経
済
的

価
値
は
、
当
初
か
ら
備
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
会
社
が
商
業
的
に
使
用
す
る
こ
と
で
新
た
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
商
号
が
営
業
財
産
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
氏
を
使
用
さ
せ
た
者
は
、
そ
れ
に
よ
る
結
果
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

　69
）
。

　

要
す
る
に
、【
七
】
判
決
に
よ
っ
て
、
氏
名
を
商
号
と
し
て
使
用
す
る
旨
の
合
意
は
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
破
毀
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院
の
立
場
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
氏
名
を
商
号
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
名
に
は
財
産
的
性
質
が
付
与
さ
れ
、

民
法
上
の
氏
名
に
関
す
る
固
有
の
規
律
の
適
用
を
免
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（

　70
）
。
す
な
わ
ち
、「
民
法
上
、
氏
名
権
は
人
格
権
で

あ
っ
て
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
対
し
、
商
号
は
、
無
体
所
有
の
対
象
と
な
る
」
こ
と
か
ら
譲
渡
可
能
性
を
有
し
て
い
る

（
　71
）
。
こ
の
帰
結
と
し
て
、
氏
名
権
は
人
格
権
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
に
す
る
合
意
は
自
由
に
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
と
同
様
に
、
氏
名
を
商
号
と
し
て
使
用
す
る
旨
の
合
意
の
撤
回
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

㈣　

撤
回
否
定
説
の
台
頭
：
ロ
ワ
ゾ
ー
に
よ
る
理
論
的
深
化

　

ロ
ワ
ゾ
ー
は
、『
氏
名 　
　

 

契
約
の
目
的 　
　

 

』
と
題
す
る
テ
ー
ズ
に
お
い
て
、（
１
）
一
般
人
の
氏
名
な
ど
、
経
済
的
価
値

を
有
さ
な
い
氏
名
の
使
用
に
つ
い
て
の
契
約
の
撤
回
に
関
す
る
基
礎
理
論
と
、（
２
）
有
名
人
の
氏
名
な
ど
、
経
済
的
価
値
を
有

す
る
氏
名
の
利
用
に
つ
い
て
の
契
約
の
撤
回
に
関
す
る
特
別
理
論
を
構
築
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
両
者
を
区
別
し
て
分
析
し
て

い
こ
う
。

１　

基
礎
理
論
：
契
約
の
撤
回
の
否
定

　

ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
離
婚
後
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
や
、
氏
名
の
商
号
と
し
て
の
使
用
に
関
す
る
合
意
な
ど
氏
名
が
経
済
的
価

値
を
有
さ
な
い
場
面
を
念
頭
に
置
い
て
、
契
約
の
撤
回
に
関
す
る
基
礎
理
論
を
構
築
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
氏
名
の
使
用
に
関

す
る
契
約
の
撤
回
を
認
め
る
こ
と
は
、
合
意
の
相
手
方
の
安
定
性
を
害
す
る
た
め
、
氏
名
の
有
用
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
繋
が
る



論　　説

30金沢法学64巻１号（2021）

と
し
て
、
撤
回
権
を
否
定
す
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（

　72
）
。
こ
の
結
論
は
、
以
下
の
三
つ
の
視
点
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と

で
導
か
れ
て
い
る
。

 　

⑴　

単
純
許
容
と
黙
示
又
は
明
示
の
承
諾
の
区
別

　

ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
第
三
者
が
氏
名
を
使
用
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
人
が
異
議
を
申
し
立
て
ず
に
沈
黙
し
て
い
る
場
合
に

つ
い
て
、
こ
う
し
た
本
人
の
態
度
を
①
単
純
許
容
（sem

ple tolérance

）（
　74
）
と
②
黙
示
又
は
明
示
の
承
諾
に
区
別
す
る
。
た
だ
し
、

こ
の
区
別
に
関
す
る
基
準
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　

①
単
純
許
容
と
は
、
事
実
を
変
更
す
る
だ
け
で
あ
り
、
法
、
す
な
わ
ち
、
訴
訟
の
領
域
（sphère d

’action

）
を
変
更
す
る
も
の

で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
の
黙
認
は
、
権
利
行
使
を
行
わ
な
い
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
単
純
許
容
は
、
常
に
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
義
務
が
生
じ
て
い
な
い
の
で
、
撤
回
と
い
う
表
現
は
不
適
切
で
は

あ
る
が
、
い
つ
で
も
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

②
黙
示
の
承
諾
や
明
示
の
承
諾
と
は
、
氏
名
の
使
用
に
関
す
る
権
利
を
行
使
し
な
い
こ
と
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
承
諾
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
こ
と
で
、
法
律
上
、
契
約
の
相
手
方
に
よ
る
氏
名
の
使
用
が
適
法
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

そ
の
結
果
、
本
人
は
、
契
約
の
相
手
方
に
対
し
て
、
自
己
の
氏
名
の
使
用
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、

黙
示
又
は
明
示
の
承
諾
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
し
て
い
る
場
合
、
本
人
は
契
約
を
自
由
に
撤
回
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

さ
ら
に
、
両
者
の
区
別
に
よ
っ
て
、
裁
判
例
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、【
三
】
判
決
は
、
夫
が
自
己

の
氏
の
使
用
に
つ
い
て
単
純
許
容
を
し
て
い
た
事
案
で
あ
り
、
こ
う
し
た
許
容
行
為
は
一
時
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
判
示
し
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
、【
六
】
判
決
で
は
、
離
婚
後
の
氏
の
使
用
に
つ
い
て
の
契
約
が
あ
り
、【
七
】
判
決
で
は
、
商
号
と
し
て
の
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氏
の
使
用
に
つ
い
て
契
約
が
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
に
、
本
人
の
承
諾
に
よ
っ
て
契
約
が
成
立
し
て
い
る
事
案
で
は
、
契
約
の

撤
回
は
否
定
さ
れ
て
い
る
と
論
ず
る
（

　75
）
。

　

⑵　

氏
の
使
用
に
関
す
る
永
久
契
約
の
一
方
的
解
消
の
否
定

　

破
毀
院
に
よ
る
永
久
契
約
禁
止
の
判
例
法
理
に
よ
れ
ば
、
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
に
つ
い
て
、
各
当
事
者
は
、
合
理
的
期

間
を
伴
う
予
告
を
し
た
う
え
で
、
一
方
的
解
消
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（

　76
）
。
と
こ
ろ
が
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
一
方
的
解
消
に
関
す

る
判
例
法
理
を
氏
名
の
使
用
に
関
す
る
契
約
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
氏
が
濫
用
的
に
使
用
さ

れ
た
場
合
に
限
り
、
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
を
撤
回
す
る
こ
と
で
き
る
と
結
論
付
け
る
【
六
】
判
決
や
、
同
旨
を
論
ず
る
学

説
に
お
い
て
暗
黙
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
論
ず
る
（

　77
）
。
そ
の
う
え
で
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
ペ
テ
ル

－

テ
シ
エ
の
テ
ー
ズ
で
あ
る

『
契
約
の
効
力
期
間
』
を
参
照
し
な
が
ら
（

　78
）
、
氏
名
の
使
用
に
関
す
る
契
約
に
お
い
て
は
、
永
久
的
義
務
負
担
（engagem

ent 

perpétuel

）
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
以
下
の
二
つ
の
観
点
か
ら
根
拠
づ
け
て
い
る
。

　

第
一
に
、
永
久
的
義
務
負
担
が
為
さ
ざ
る
債
務
に
関
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
義
務
の
存
在
が
常
に
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
。
実
際
、
機
密
保
持
の
債
務
や
、
秘
密
を
使
用
し
な
い
債
務
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
一
定
の
場
所
に
お
い
て
商
業
活
動
や
職
業
活
動
を
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
契
約
は
、
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
な
く
て
も

無
効
と
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
と
同
じ
よ
う
に
、
自
己
の
氏
名
の
使
用
に
つ
い
て
異
議
を
唱
え
な
い
と
い
う
為
さ

ざ
る
債
務
は
、
期
間
の
定
め
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
（

　79
）
。

　

第
二
に
、
永
久
的
義
務
負
担
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
①
経
済
の
硬
直
化
を
防
ぐ
必
要
性
と
、
②
個
人
の
自
由
を
保
護
す

る
必
要
性
の
二
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
氏
名
の
使
用
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
理
由
も
妥
当
し
な



論　　説

32金沢法学64巻１号（2021）

い
と
い
う
。

　

①　

経
済
的
側
面　

氏
名
の
権
利
者
の
負
う
義
務
の
期
間
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
の
契
約
の
社
会
的
有
用
性
に
影
響

を
及
ぼ
さ
な
い
。
と
り
わ
け
、
さ
ら
に
、
氏
名
に
関
す
る
承
諾
が
、
商
標
や
、
企
業
名
、
商
号
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、

原
則
と
し
て
合
意
の
有
効
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
取
引
安
全
の
保
護
に
結
び
付
く
。

　

②　

個
人
の
自
由
の
保
護　

氏
名
の
使
用
に
関
す
る
契
約
に
よ
っ
て
生
ず
る
義
務
は
、
本
人
の
自
由
を
奪
う
も
の
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
本
人
は
、
自
己
の
氏
名
を
第
三
者
に
使
用
さ
せ
る
旨
の
契
約
を
締
結
し
た
と
し
て
も
、
自
己
の
氏
名
を
商
業
的
目
的

で
使
用
し
て
も
構
わ
な
い
し
、
同
様
の
契
約
を
他
の
者
と
締
結
す
る
こ
と
も
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
契
約
に
よ
っ
て
、

自
ら
の
氏
名
を
取
引
に
用
い
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
や
、
氏
名
を
第
三
者
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
合
意
に
よ
っ
て
禁
じ

ら
れ
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
本
人
の
自
由
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
永
久
的
義

務
負
担
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
債
務
の
無
効
を
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
合
意
全
体
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
か
ら
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
氏
名
の
使
用
に
関
す
る
契
約
に
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
氏
名
の
使
用
方
法
が
特

定
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
使
用
す
る
主
体
が
特
定
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
契
約
の
一
方
的
解
消
や
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
契
約
期
間
は
、
債
務
者
の
終
身
に
及
ぶ
こ
と
や
、
そ
の
相
続
人
に
対
し
て
も
及
ぶ
こ
と
が
あ

る
（

　80
）
。

　

⑶　

契
約
内
容
を
超
え
る
使
用
行
為
が
さ
れ
た
場
合
の
解
除

　

ロ
ワ
ゾ
ー
に
よ
れ
ば
、
氏
名
が
人
格
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
契
約
の
撤
回
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
氏
名
が
濫
用

的
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
氏
名
の
使
用
に
関
す
る
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
の
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相
手
方
が
合
意
し
た
範
囲
を
超
え
た
使
用
を
し
た
場
合
、
本
人
は
、
民
法
典
旧
一
一
八
四
条
に
基
づ
い
て
契
約
を
解
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
氏
名
は
本
人
の
人
格
と
関
わ
る
た
め
、
氏
名
の
使
用
に
関
す
る
契
約
の
内
容
は
厳
格
に
解
釈
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
離
婚
後
も
妻
が
夫
の
氏
を
仕
事
で
用
い
る
こ
と
に
夫
が
承
諾
を
与
え
た
と
し
て
も
、
こ
の

承
諾
は
、
妻
が
夫
の
氏
を
家
庭
生
活
で
用
い
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
氏
名
を
商
号
と
し
て
使
用
す
る
こ

と
に
承
諾
を
与
え
た
と
し
て
も
、
こ
の
承
諾
は
氏
名
を
商
標
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の

場
合
、
承
諾
し
た
範
囲
を
超
え
る
氏
名
の
使
用
を
停
止
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
、
民
法
典
旧
一
一
八
四
条
に
基
づ
い
て
契
約
を
解
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
（

　81
）
。

２　

特
別
理
論
：
期
間
の
定
め
の
な
い
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
一
方
的
解
消
の
肯
定

　

ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
氏
名
の
利
用
に
関
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
（contrat de licence

）
の
場
合
に
つ
い
て
特
別
理
論
を
提
示
し
て

い
る
。
こ
こ
で
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
有
名
人
の
氏
名
と
い
っ
た
経
済
的
価
値
が
付
与
さ
れ
た
氏
名
を
広
告
等
に
用
い
る
こ

と
に
つ
い
て
契
約
を
締
結
す
る
場
面
で
あ
る
。
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
場
合
と
、
期
間
の
定
め
の
な
い
場
合
の
二
つ

を
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
。

　

第
一
に
、
期
間
の
定
め
が
あ
る
場
合
、
そ
の
期
間
満
了
後
に
も
氏
名
の
利
用
が
継
続
し
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
禁
止
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
契
約
期
間
中
の
解
除
の
可
否
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
基
礎
理
論

に
お
い
て
一
方
的
解
消
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
契
約
期
間
中
の
解
除
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、
期
間
の
定
め
が
な
い
場
合
、
一
方
当
事
者
が
解
除
権
を
行
使
し
な
け
れ
ば
、
氏
名
の
利
用
に
つ
い
て
許
諾
を
得
た
者
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（
ラ
イ
セ
ン
シ
ー
）
は
永
久
に
氏
名
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
に
は
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
基
礎
理
論
に

お
い
て
は
否
定
し
て
い
た
一
方
的
解
消
を
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
の
点
で
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
は
、
経
済
的
価
値
の
な
い
氏

名
の
使
用
に
関
す
る
「
通
常
の
合
意
（convention ordinaire

）」
と
は
異
な
る
と
す
る
。 

　

氏
名
の
利
用
に
関
す
る
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
で
は
、
氏
名
の
利
用
に
許
諾
を
し
た
者
（
ラ
イ
セ
ン
サ
ー
）
は
、
自
己
の
氏
名
で
競

合
す
る
事
業
を
営
む
な
ど
、
氏
名
の
利
用
つ
い
て
許
諾
を
得
た
者
に
と
っ
て
、
氏
名
の
経
済
的
価
値
を
低
下
さ
せ
る
よ
う
な
行
為

を
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
負
う
。
さ
ら
に
、
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
で
は
独
占
的
利
用
条
項
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
（

　82
）
。
そ

の
た
め
、
各
当
事
者
が
相
互
に
負
う
義
務
の
永
久
性
は
、
経
済
交
換
（échanges économ

iques

）
が
硬
化
す
る
原
因
と
な
り
、

か
つ
、
各
当
事
者
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
と
な
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
各
当
事
者
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
に
お
け
る

一
方
的
解
消
の
要
件
に
従
っ
て
、
合
理
的
期
間
を
伴
う
予
告
を
し
た
う
え
で
、
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
多

額
の
宣
伝
費
用
を
支
出
し
た
直
後
と
い
っ
た
よ
う
に
、
契
約
解
除
が
濫
用
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
解
除
権
を
行
使
し
た
当
事
者
に

損
害
賠
償
を
支
払
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
解
除
権
は
、
氏
名
が
人
格
的
価
値
に
関
わ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
特

別
の
撤
回
権
を
承
認
す
る
も
の
で
は
な
く
、
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
に
お
け
る
一
方
的
解
消
に
関
す
る
一
般
理
論
の
範
囲
内
で

あ
る
と
す
る
（

　83
）
。

㈤　

検
討

　

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、（
１
）
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
を
巡
る
フ
ラ
ン
ス
実
定
法
に
つ
い
て
振
り
返
る
こ
と
で
、

合
意
の
撤
回
の
可
否
を
区
別
す
る
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、（
２
）
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
を
巡
る
学

説
の
対
立
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
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１　

氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
を
巡
る
破
毀
院
の
展
開

　

氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
を
巡
る
実
定
法
の
状
況
は
、
離
婚
後
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
と
氏
を
商
号
と
し

て
使
用
す
る
合
意
で
異
な
る
経
過
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。

　

第
一
に
、【
五
】
判
決
は
、
離
婚
後
も
他
方
配
偶
者
の
氏
を
使
用
す
る
旨
の
合
意
の
撤
回
可
能
性
を
無
条
件
で
肯
定
し
た
が
、

同
判
決
は
、
氏
の
使
用
に
関
し
て
妻
や
子
の
立
場
が
不
安
定
に
な
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
離
婚
後
の
氏
の
使
用

に
つ
い
て
の
合
意
に
関
す
る
条
文
が
民
法
典
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
や
、【
六
】
判
決
の
出
現
に
よ
っ
て
、【
五
】
判
決
の
判
例
法
理

は
実
質
的
に
変
更
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
人
が
一
方
的
に
合
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
氏
に
つ
い
て
相
手
方
が
濫

用
的
な
利
用
を
し
て
い
る
な
ど
、
合
意
の
撤
回
に
関
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、【
七
】
判
決
は
、
氏
を
商
号
と
し
て
使
用
す
る
旨
の
合
意
の
撤
回
可
能
性
を
否
定
し
た
。
そ
こ
で
は
、
商
号
は
営
業

財
産
を
構
成
す
る
こ
と
か
ら
、
譲
渡
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
財
に
つ
い
て
契
約
を
締
結
し
た

場
合
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
お
り
、
契
約
の
拘
束
力
は
緩
和
さ
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
か
ら
、
第
一
の
場
面
で
は
、
氏
が
相
手
方
の
財
産
を
構
成
し
て
い
な
い
た
め
、
合
意
の
撤
回
可
能
性
が
残
る
の
に
対
し
て
、

第
二
の
場
面
で
は
、
氏
が
相
手
方
の
財
産
を
構
成
し
て
い
る
た
め
、
合
意
の
撤
回
可
能
性
が
残
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
に
関
し
て
撤
回
可
能
性
が
残
る
か
ど
う
か
は
、
氏
が
相
手
方
の
財
産
を
構
成
し
て
い
る
の
か

ど
う
か
が
基
準
と
な
る
。
そ
の
う
え
で
、
第
一
の
場
面
で
は
、
合
意
を
撤
回
す
る
た
め
に
は
正
当
な
理
由
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、

無
条
件
で
合
意
を
撤
回
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
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２　

氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
を
巡
る
学
説
の
対
立

　

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
多
く
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
氏
名
権
は
人
格
権
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
氏
の
使
用
に
つ

い
て
の
合
意
一
般
に
関
し
て
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
、
氏
が
人
格
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
正
当
な
理
由
の
あ

る
と
き
に
は
、
合
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
論
ず
る
見
解
が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
ロ
ワ
ゾ
ー
は
、
経
済
的
価
値
を
有
さ
な
い
氏
名
の
使
用
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
本
人
の
人
格
を
保
護
す
る

た
め
に
契
約
の
撤
回
を
認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
契
約
の
相
手
方
を
不
安
定
な
立
場
に
置
く
こ
と
に
な
り
、
氏
名
の
有
用
性
を
否

定
す
る
こ
と
に
繋
が
る
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
、
氏
名
の
使
用
に
関
す
る
契
約
の
撤
回
可
能
性
に
つ
い
て
、
単
純
許
容
と
黙
示
又

は
明
示
の
承
諾
を
区
別
す
べ
き
こ
と
や
、
永
久
契
約
禁
止
に
関
す
る
判
例
法
理
と
の
整
合
性
を
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
格
の

尊
重
を
根
拠
と
し
て
契
約
の
撤
回
を
肯
定
す
る
見
解
に
対
し
て
、
契
約
の
拘
束
力
を
貫
徹
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
論

じ
た
う
え
で
、
実
定
法
の
状
況
に
対
し
て
理
論
的
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
対
立
か
ら
は
、
人
格
の
尊
重
と
契
約

の
拘
束
力
の
い
ず
れ
を
優
位
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
は
、
契
約
の
相
手
方
の
安
定
性
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）　

米
村
滋
人
「
人
格
権
の
権
利
構
造
と
『
一
身
専
属
性
』（
五
・
完
）」
法
協
一
三
四
巻
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
六
一

－

四
六
三
頁
。

（
２
）　

櫛
橋
明
香
「
人
体
の
処
分
の
法
的
枠
組
み
（
八
・
完
）」
法
協
一
三
一
巻
一
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
五
七
〇

－

二
五
七
一
頁
。

（
３
）　

石
尾
智
久
「
フ
ラ
ン
ス
著
作
権
法
に
お
け
る
撤
回
権 　
　

 

人
格
権
と
契
約
の
拘
束
力
に
関
す
る
分
析
の
た
め
に 　
　

 

」
法
政
論
究
一
二
四
号

（
二
〇
二
〇
年
）
五
七

－

五
八
頁
。



 人格属性の客体に関する利用契約の任意解除権 　 フランス法における氏・肖像の利用契約の撤回可能性を巡る議論との比較（一） 　 

37 金沢法学64巻１号（2021）

（
４
）　

本
稿
に
お
け
る
撤
回
と
い
う
用
語
は
、
民
法
典
旧
一
一
三
四
条
に
お
け
る
合
意
の
撤
回
（révocation

）
や
、
民
法
典
一
一
九
三
条
に
お
け
る
契

約
の
撤
回
を
意
味
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
相
手
方
に
債
務
不
履
行
の
な
い
場
合
に
お
け
る
一
方
的
撤
回
を
「
撤
回
」
と
表
記
し
て
考
察
し
て
い

き
た
い
。

　
　
　

民
法
典
旧
一
一
三
四
条　

合
意
は
、〔
そ
れ
を
行
っ
た
者
の
〕
相
互
の
同
意
又
は
法
律
が
認
め
る
原
因
に
よ
っ
て
し
か
、
撤
回
す
る
（révoquées

）

こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　

民
法
典
現
行
一
一
九
三
条　

契
約
は
、
当
事
者
相
互
の
同
意
又
は
法
律
が
認
め
る
原
因
に
よ
っ
て
し
か
、
変
更
し
又
は
撤
回
す
る
（révoqués

）

こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　

旧
一
一
三
四
条
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典 　
　

 

物
権
・
債
権
関
係 　
　

 

』（
法
曹
会
、

一
九
八
二
年
）
六
七
頁
も
参
照
し
、
現
行
一
一
九
三
条
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
荻
野
奈
緒
＝
馬
場
圭
太
＝
齋
藤
由
起
＝
山
城
一
真
「
フ
ラ
ン
ス
債

務
法
改
正
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
（
二
〇
一
六
年
二
月
一
〇
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
一
三
一
号
）
に
よ
る
民
法
典
の
改
正
」
同
法
六
九
巻
一
号
（
二
〇
一

七
年
）
二
九
九
頁
も
参
照
。

（
５
）　

氏
名
（nom

）
と
は
、
氏
（nom

 de fam
ille / nom

 patronym
ique / patronym

e

）
と
名
（prenom

）
の
二
つ
が
不
可
欠
の
要
素
で
あ
り
、

場
合
に
よ
っ
て
は
、
渾
名
（surnom
）
や
筆
名
や
芸
名
（pseudonym

e

）、
爵
位
（titres nobiliaires

）
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
な
お
、
過
去
に

は
、
氏
を « nom

 patronym
ique »

と
し
て
、
父
性
を
表
す « patronym

ique »

を
用
い
て
表
記
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
近
時
は
、
家
族
を
表

す « fam
ille »

を
用
い
て
表
記
す
る
傾
向
に
あ
る
。

（
６
）　

氏
名
権
や
氏
の
権
利
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
山
主
政
幸
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
氏
名
権
」
日
本
三
〇
巻
二
号
（
一
九
六
四
年
）
六
七

－

七
六
頁
、
仁
平
先
麿
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
氏
の
制
度
」
戸
籍
三
七
四
号
（
一
九
七
六 

年
）
二

－

三
頁
、
木
村
健
助
『
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る

氏
名
』（
関
西
大
学
出
版
、
一
九
七
七
年
）
一
六
四

－

一
八
二
頁
、
滝
沢
聿
代
「
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
か
ら
み
た
夫
婦
の
氏 　
　

 

夫
婦
別
氏
制
性
へ
の
展

望 　
　

 

」
成
城
三
四
号
（
一
九
九
〇
年
）
六
五

－

七
〇
頁
、
稲
本
洋
之
助
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
『
氏
』」
黒
木
三
郎
＝
村
武
精
一
＝
瀬
野
精
一

郎
編
『
家
の
名
・
族
の
名
・
人
の
名
』（
三
省
堂
、
一
九
八
八
年
）
二
二
六

－

二
二
八
頁
、
田
中
通
裕
「
氏
名
権
の
法
理
」
民
商
一
二
〇
巻
四
・
五

号
（
一
九
九
九
年
）
七
三
四

－

七
三
六
頁
、
水
野
紀
子
「
夫
婦
の
氏
」
戸
時
四
二
八
号
（
一
九
九
三
年
）
九
頁
、
石
井
智
弥
「
フ
ラ
ン
ス
民
法
に

お
け
る
氏
の
位
置
づ
け
」
茨
社
六
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
三

－

六
頁
も
参
照
。

（
７
）　A

nne LEFEB
V

R
E-TEILLA

R
D

, Le nom
 : droit et histoire, PU

F, 1990, p. 84. 
な
お
、
所
有
権
構
成
が
採
ら
れ
て
い
た
経
緯
に
は
、 

貴
族
は
、

自
ら
の
土
地
に
よ
っ
て
呼
称
さ
れ
る
慣
習
が
あ
り
、
他
の
者
が
そ
の
土
地
の
呼
称
を
用
い
る
こ
と
は
他
人
の
所
有
地
を
奪
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
他

人
の
氏
を
呼
称
す
る
こ
と
は
、
所
有
権
に
対
す
る
侵
害
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（M

arcel PLA
N

IO
L, Traité élém

entaire de droit 
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civil : conform
e au program

m
e offi  ciel des facultés de droit, t1,  6

e éd., LG
D

J, 1911, n
o 399, pp. 152-153. 

木
村
・
前
掲
注 （
６
） 

一
六
五
頁
）。

（
８
）　Joseph-N

icolas G
U

Y
O

T, « Le N
om

 », Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, crim
inelle, canonique et bénéfi ciale, t42, 

Paris, 1781, p. 137

（M
. D

essaerts

）. 

こ
の
項
目
が
、
弁
護
士
で
あ
るD

essarts

に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
は
、
同
書
の
一
四
〇
頁
に
記
さ
れ
て

い
る
。

（
９
）　C

ass. 1 6 m
ars 1841, D

., 41, 1, 532. 

滝
沢
・
前
掲
注 （
６
） 

七
八
頁
も
参
照
。

（
10
）　M

arcel PLA
N

IO
L, supra note 7, n

o 398, p. 352.

（
11
）　C

A
  Paris,  A

m
broise  C

O
LIN

,  D
., 1904, 2,  Jurisprudence general,  p. 9,  note  A

m
boires  C

LIN
S : A

m
boires  C

LIN
S,  H

enri  C
A

PITA
N

T, 
C

ours élém
entaire de droit civil français, D

alloz, 1
re éd., 1914, pp. 350-351.

（
12
）　R

aym
ond SA

LEILLES, « Le droit au nom
 individuel dans le C

ode civil pour l'Em
pire d'A

llem
agne », Rev. crit., 1900, p. 96.

（
13
）　É tienne-Ernest-H

ippolyte PER
R

EA
U

, « D
es D

roits de la personnalité  », RTD
 civ., 1909, p. 502.

（
14
）　François G

EN
Y, D

es droit sur les lettres m
issives, R

ecueil Sirey, 1911, t1, n
o 88, p. 229.

（
15
）　Louis JO

SSER
A

N
D

, C
ours de droit civil positif français, t1, 3

e éd., R
ecuil Sirey, 1938, n

o 219, p. 156 : H
enri M

A
ZEA

U
D

, Florence 
LA

R
O

C
H

E-G
ISSER

O
T, M

ichel de JU
G

LA
RT, Les personnes : la personnalité, les incapacités, M

ontchrestien, 8
e éd., M

ontchrestien, 
1997, n

o 565, pp. 124-125 : G
abriel M

A
RTY, Pierre R

aynaud, Les personnes, 3
e éd., D

alloz, 1976, no 726, p. 813.

（
16
）　G

illes G
O

U
B

EA
U

X
, Traité de droit civil, Les personnes, LG

D
J, 1998, n

o 271, pp. 243-244.

（
17
）　Pierrre  K

AY
SER

,  « La  défense  du  nom
  de  fam

ille  d'après  la  jurisprudence  civile  et  la  jurisprudence  dm
inistrative »,  RTD

   civ.,  1959,

　
　

p. 10 : Philippe JESTA
Z, « A

 propos du nom
 patronym

ique : diagnostic et pronostic », RTD
 civ., 1989, pp. 269-270.

（
18
）　Louis JO

SSER
A

N
D

, supra note 15, n
o 219, p. 156

（
19
）　Jean C

A
R

B
O

N
N

IER
, D

roit civil, Les personnes : personnalité, incapacités, personnes m
orales, 8

e éd., PU
F, n

o 57, : Eric A
G

O
STIN

I, 
« La protection du nom

 patronym
ique et la nature du droit au nom

 », D
., 1973, C

hron, p. 314

も
同
旨
。

（
20
）　Jean-C

hristophe SA
IN

T-PA
U

 （sous la dir.

）, D
roits de La Personnalite, Lexis N

exis, 2013, n
o 817, p. 507. 

同
書
で
は
、
氏
名
は
人
格
の
属

性
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
家
族
と
し
て
の
身
分
の
現
れ
で
あ
り
、
市
民
の
民
事
警
察
の
要
素
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（n

o 819, p. 507

）。

（
21
）　Jean-C

hristophe SA
IN

T-PA
U

 （sous la dir.

）, supra note 20, n
o 819-831, pp. 507-512.

（
22
）　Trib. Seine, 1

re août 1903, D
., 1904, 3, p.4

（
23
）　Étienne-Ernest-H

ippolyte PER
R

EA
U

, « D
e la protection du nom

 patronym
ique contre les em

pietem
ents des tiers », RTD

 civ., pp. 506-
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507.

（
24
）　R

oger N
ER

SO
N

, Les D
roits extrapatrim

oniaux, thése Lyon, 1939, n
o 191, pp. 423-424.

（
25
）　B

ernard TEY
SSIÉ, D

roit des personnes, 22
e éd., Lexis N

exis, 2020, n
o 513, p. 359.
（
26
）　

離
婚
後
の
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
に
関
す
る
判
例
の
多
く
は
、
佐
藤
聿
代
「
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
に
お
け
る
夫
婦
の
氏
」
法
協
八
七
巻
一
一
＝

一
二
号
（
一
九
七
〇
年
）
一
七
頁
以
下
、
滝
沢
・
前
掲
注 

（
６
） 

四
三
頁
以
下
に
お
い
て
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿

が
同
じ
判
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
の
意
味
は
、
氏
の
使
用
に
関
す
る
合
意
の
撤
回
可
能
性
と
い
う
観
点
か
ら
フ
ラ
ン
ス
法
の
展
開
を
分
析
し
よ
う

と
す
る
点
に
あ
る
。 

さ
ら
に
、
滝
沢
論
文
に
よ
れ
ば
、
本
文
中
の
【
五
】
判
決
を
踏
ま
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
氏
の
合
意
の
撤
回
可
能
性
が

承
認
さ
れ
て
い
る
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
控
訴
院
に
よ
っ
て
事
実
上
の
判
例
変
更
が
な
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
こ
と
も
示
し

た
い
。
以
下
に
お
い
て
、
滝
沢
論
文
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
裁
判
例
を
紹
介
す
る
と
き
に
は
、
当
該
裁
判
例
の
出
典
の
み
な
ら
ず
、
滝
沢
論
文

に
お
け
る
掲
載
頁
も
併
せ
て
表
記
す
る
。

（
27
）　

フ
ラ
ン
ス
古
法
で
は
離
婚
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
革
命
期
に
制
定
さ
れ
た
一
七
九
二
年
九
月
二
〇
日
＝
二
五
日
の
法
律
に
よ
っ
て
、

 

協
議
（
同
意
）
離
婚
、
性
格
の
不
一
致
を
理
由
と
す
る
離
婚
、
法
定
の
事
由
を
理
由
と
す
る
離
婚
が
認
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
革
命
期
に
お
け

る
離
婚
の
自
由
は
、
離
婚
の
濫
用
を
も
た
ら
し
、
離
婚
件
数
を
増
大
さ
せ
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
一
八
〇
四
年
に
制
定
さ
れ
た
フ

ラ
ン
ス
民
法
典
で
は
、
性
格
の
不
一
致
を
理
由
と
す
る
一
方
的
な
離
婚
が
廃
止
さ
れ
、
一
八
一
六
年
に
は
離
婚
制
度
そ
の
も
の
が
廃
止
さ
れ
た
。

再
度
、
離
婚
制
度
が
復
活
す
る
に
は
、
一
八
八
四
年
七
月
二
七
日
の
法
律
の
制
定
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
経
緯
に
関
し
て
は
、

穗
積
重
遠
『
離
婚
制
度
の
研
究
』（
改
造
社
、
一
九
二
四
年
）
三
九
五

－

四
八
五
頁
、
野
田
良
之
『
フ
ラ
ン
ス
法
概
論　

上
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九

五
四
年
）
六
三
七

－
六
四
三
頁
、
稲
本
洋
之
助
『
フ
ラ
ン
ス
の
家
族
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）、
三
四

－

五
六
頁
、
三
二
四

－

三

二
五
頁
、
河
野
健
二
編
『
資
料
フ
ラ
ン
ス
革
命
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
三
五
五

－

三
六
二
頁
〔
阪
上
孝
〕。
一
八
八
四
年
の
法
律
に
関
し

て
は
、
山
本
佳
一
『
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
の
研
究
』（
高
陽
堂
、
一
九
六
六
年
）
三
六
三

－

四
〇
九
頁
も
参
照
。
さ
ら
に
、
金
山
直
樹
『
法
典
と

い
う
近
代　

装
置
と
し
て
の
法
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
二
四
〇

－

二
四
四
頁
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
契
約
理
論
と
の
関
係
で
離
婚

を
捉
え
る
見
解
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
契
約
の
拘
束
力
か
ら
の
離
脱
と
し
て
離
婚
を
捉
え
る
議
論
で
は
あ
る
が
、
離
婚
の
可
否
に

関
し
て
は
多
く
の
政
策
的
配
慮
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
人
格
的
価
値
の
尊
重
と
い
う
観
点
以
外
の
考
慮
要
素
が
大
き
く
な
る
の
で
、
本
稿

に
お
い
て
は
検
討
対
象
と
し
な
い
。

（
28
）　Louis Thiénot, Rapport sur la loi du  6 février 1893 relative au régim

e de la séparation de corps : présenté à la conférence, dans sa sé-
ance du  4 avril 1893, Paris, 1893, p. 1 1

に
よ
れ
ば
、
旧
二
九
九
条
二
項
に
お
い
て
起
草
者
が
想
定
し
て
い
た
の
は
、
あ
る
地
域
に
お
い
て
は
、
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婚
姻
に
よ
っ
て
、
夫
が
自
ら
の
氏
に
妻
の
氏
を
付
加
す
る
と
い
う
慣
習
が
あ
る
が
、
離
婚
に
よ
っ
て
、
妻
の
氏
を
除
い
て
、
自
ら
の
氏
の
み
を
利

用
す
る
こ
と
に
な
る
場
面
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）　

条
文
訳
は
、
神
戸
大
学
外
国
法
研
究
会
（
編
）
谷
口
知
平
（
著
）『
現
代
外
国
法
典
叢
書　

仏
蘭
西
民
法
典
Ⅰ
（
人
事
法
）』（
有
斐
閣
、
一
九
三
九
年
）

二
六
四

－

二
六
五
頁
も
参
照
。

（
30
）　M

. Julien, « Loi portant m
odifi cations au régim

e de la séparation de corps », D
., 1893, 4, pp. 473-474.

（
31
）　Trib. civ. Seine  19 nov. 1907, D

., 1910., 2, p. 15-16.

（
32
）　C

ass. civ.  20 févr. 1924, S., 1924, 1, 335-336. 

滝
沢
・
前
掲
注 （
６
） 

九
五
頁
も
参
照
。

（
33
）　C

ass. civ.  20 févr. 1924, Rev. crit. de législ. et de jurisp., 1926, pp. 11-13. obs. crit. de R
. SAVATIER

.

（
34
）　C

A
 Paris,  4 juill. 1956, D

., 1956, p. 668. 

滝
沢
・
前
掲
注 （
６
） 

九
七
頁
も
参
照
。

（
35
）　C

A
 Paris,  7 janv. 1959, D

., 1959, jurisprudence, pp. 58-59. 

滝
沢
・
前
掲
注 （
６
） 

九
七
頁
も
参
照
。

（
36
）　C

A
 Paris,  2 déc. 1960, J. C

. P., 1960, 

Ⅱ, 11881, pp. 72-76. 

滝
沢
・
前
掲
注 （
６
） 

九
八
頁
も
参
照
。

（
37
）　C

ass. civ. 1
re,  13 oct. 1964, G

az. Pal., 1964, 2, p. 401. 

滝
沢
・
前
掲
中 （
６
） 

九
九

－

一
〇
二
頁
も
参
照
。

（
38
）　C

ass. civ. 1
re,  13 oct. 1964, J. C

. P., 1964, 
Ⅱ, 13891. 

（
39
）　C

ass. civ. 1
re,  13 oct. 1964, D

., 1964, jurisprudence, pp. 209-212, note Jacques FO
U

LO
N

-PIG
A

N
IO

L.

（
40
）　R

.-F. Le B
R

IS, « L
'eff et du divorce sur le nom

 des epoux », D
., 1965, p. 144. 

（
41
）　D

esbois H
EN

R
I, « N

om
 et prénom

es », RTD
 C

iv., 1965, n
o 335, p. 333. 

さ
ら
に
、R

oger N
ER

SO
N

, « B
ibliographie des ouvrages sur le 

droit civil ». RTD
 civ., 1967, p. 372

は
、
合
意
を
い
つ
で
も
撤
回
で
き
る
と
す
る
こ
と
は
、
時
宜
を
逸
し
た
酷
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
て

い
る
。

（
42
）　G

illes G
O

U
B

EA
U

X
, supra note 16, n

o 137, p. 134.

（
43
）　L. n

o 75-617 du  11 juillet 1975 portant réform
e du divorce 

（ 1
）, JO

,  12 juill. 1975, p. 7174 : L. n
o 75-617 du  11 juillet 1975 portant 

réform
e du divorce （ 1

）, D
., 1975, Législation, pp. 248-252.

（
44
）　

条
文
訳
で
は
、
稲
本
洋
之
助
＝
吉
田
克
己
＝
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
研
究
会
「
フ
ラ
ン
ス
の
新
離
婚
法 　
　

 

一
九
七
五
年
七
月
一
一
日
の
法
律
第

六
一
七
号
お
よ
び
第
六
一
八
号
」
法
時
四
八
巻
三
号
（
一
九
七
六
年
）
一
〇
五
頁
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典 　

　

 

家
族
・
親
族
関
係 　
　

 

』（
法
曹
会
、
一
九
七
八
年
）
九
三
頁
も
参
照
。

（
45
）　C

A
 Paris,  9 m

ars 1979, D
., 1979, pp. 471-474, note Jack M

A
SSIO

. 



 人格属性の客体に関する利用契約の任意解除権 　 フランス法における氏・肖像の利用契約の撤回可能性を巡る議論との比較（一） 　 

41 金沢法学64巻１号（2021）

（
46
）　Jack M

A
SSIP, « La divorce par consentem

ent m
utuel et la pratique des tribunaux », D

., 1979, n
o 10, p. 120

に
よ
れ
ば
、 

夫
の
氏
の
利
用
を

継
続
す
る
合
意
に
つ
い
て
、
コ
ル
マ
ー
ル
の
裁
判
所
で
は
離
婚
案
件
全
体
の
三
五
％
が
締
結
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ナ
ル
ボ
ン
ヌ
の
裁
判
所
で

は
三
〇
件
の
う
ち
一
件
の
み
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
パ
リ
の
弁
護
士
に
よ
れ
ば
、
全
体
の
二
〇
〜
三
〇
％
だ
と
回
答
す
る
者
や
、

五
〇
％
だ
と
回
答
す
る
者
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（
47
）　A

lain B
ÉN

A
B

EN
T, D

roit civil la fam
ille, Litec, 1982, n

o 333, pp. 233-234 : G
abriel M

A
RTY

 et Pierre R
aynaud, Les personnes, Sirey, 3

e 

éd., 1976, n
o 320 bis, p. 424.

（
48
）　Roger N

ERSO
N

 et Jacqueline RU
BELLIN

-D
EV

ICH
I, « Jurisprudence française en m

atière de droit civil, personnes et droit de fam
ille », 

RTD
, 1981, n

o 14, pp. 622-633.A
ndré B

R
ETO

N
, « Le nom

 de l'épouse divorcée », in Études René Rodière, D
alloz, 1982, pp. 17-32 : 

O
livier LA

LIG
A

N
T, « La double fonction de l'usage du nom

 des époux divorcés », RRJ, 1986, pp. 49-52 : Jean H
auser, H

uet-W
eiller, La 

fam
ille, dissolution de la fam

ille, LG
D

J, 1991, n
o 417, pp. 360-361 : A

lex W
eill et François Terré, D

roit civil : les personnes, la fam
ille, 

les incapacités, 4
e éd., D

alloz, 1978, n
o 45, p. 53 : Jean C

A
R

B
O

N
N

IER
, D

roit civil, Introduction. Les personnes, n
o 59, p. 277 : H

enri 
M

A
ZEA

U
D

, Florence LA
R

O
C

H
E-G

ISSER
O

T, M
ichel de JU

G
LA

RT, supra note 15, n
o 539, p. 108.

（
49
）　Jacques M

A
SSIP, La reform

e du divorce, 2
e éd., Paris R

é pertoire du N
otariat D

efré nois, 1986, n
o 163, pp. 220-222. 

（
50
）　L. n

o 2004-439 du 

26 m
ai 2004 relative au divorce （ 1

）, JO
., n

o 122 du  27 m
ai 2004. 

条
文
訳
に
お
い
て
は
、
水
野
貴
浩
「
フ
ラ
ン
ス
新
離

婚
法
（
離
婚
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
五
月
二
六
日
の
法
律
第
四
三
九
号
） 　
　

 

改
正
法
と
新
条
文
」
同
法
五
六
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
頁
も

参
照
。

（
51
）　Philippe M

A
LA

U
R

IE, N
athalie PETER

K
A

, D
roit des personnes La protection des m

ineurs et des m
ajeurs, 11

e éd., LG
D

J, 2020, n
o 59, 

pp. 74-75 : G
illes G

O
U

B
EA

U
X

, supra note 16, n
o 137, p.135

で
は
、
裁
判
官
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
で
、
氏
の
利
用
に
関
す
る
承
諾

を
撤
回
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
近
時
の
概
説
書
の
中
で
も
、
夫
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
承
諾
は
、
同
意
離
婚
に
お
い
て
合
意
が
裁

判
上
の
性
質
を
有
し
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
い
つ
で
も
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
も
の
も
あ
る
（A

lain 
B

ÉN
A

B
EN

T, D
roit civil la fam

ille, 5
e éd., LG

D
J, 2020, n

o 340, p. 257
）。

（
52
）　C

A
 Paris, 

28 juin 1856, Ann. prop. ind., 1856, pp. 252-253.

（
53
）　Loi du  17 m

ars 1909 relative à la vente et au nantissem
ent des fonds de com

m
erce, JO

., 1909 m
ars 19, n

o 77, pp. 2309-2314. 

同
条
一
条

二
項
は
、
営
業
財
産
の
売
主
の
先
取
特
権
は
商
号
に
対
し
て
も
及
ぶ
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
点
を
捉
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
商
号
が
営

業
財
産
を
構
成
す
る
こ
と
が
明
文
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
な
お
、
同
条
一
条
二
項
に
関
し
て
は
、
福
井
勇
二
郎
「
一
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九
〇
九
三
月
一
七
日
の
佛
國
營
業
財
産
法
に
就
い
て
（
二
・
完
）」
法
協
五
五
巻
七
号
（
一
九
三
七
年
）
八
七
頁
、
古
田
龍
夫
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け

る
千
九
百
九
年
の
営
業
の
売
買
及
び
営
業
質
に
関
す
る
法
、
な
ら
び
に
そ
の
関
係
法
令
」
福
岡
五
巻
二
号
（
一
九
六
〇
年
）
一
二
四

－

一
二
五
頁

も
参
照
。

（
54
）　Étienne B

LA
N

C
, Traité de la contrefaçon et de sa poursuite en justice, 4

e éd., H
enri Plon et C

osse, 1855, p. 723.

（
55
）　A

m
broise R

EN
D

U
, Traité pratique de droit industriel, ou, Exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissem

ents indus-
triels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulières à l'industrie, avec un répertoire 
alphabétique et les form

ules des principaux actes industriels, C
osse, 1855, n

o 699, p. 351.

（
56
）　G

eorges M
A

ILLA
H

U
, A

RT. 3756., A. P. I., 1894, p. 347 : H
enry SA

LV
ETO

N
, Le nom

, en droit rom
ain et en droit français, thèse Lyon, 

n
o 552, pp. 391-392

は
、
商
号
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
譲
渡
人
は
そ
の
譲
渡
に
関
す
る
合
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
57
）　M

auriœ
. M

A
U

N
O

U
RY, D

u nom
 com

m
ercial, thèse Paris, 1894, n

o 22, pp. 226-228.

（
58
）　Eugène PO

U
ILLET, Traité des m

arques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres, 6
e éd., M

archal et G
odde, 1912, n

o 
548, pp. 532-534.

（
59
）　Paul R

O
U

B
IER

, Le droit de la propriété industrielle, R
ecueil Sirey, t 2, 1954, n

o 291, p. 686

で
は
、 

商
業
上
の
氏
の
利
用
に
つ
い
て
本
人

が
同
意
を
与
え
た
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
、
人
格
権
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
民
事
上
の
氏
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
同
意
は
い
つ
で

も
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

（
60
）　M

A
R

IE-A
N

G
ÈLE PER

O
T-M

O
R

EL, « L'usage du nom
 patronym

ique d'autrui à titre de m
arque », in M

élanges D
esbois, D

alloz, 1974, 
p . 192.

（
61
）　

た
と
え
ば
、
ボ
ル
ド
ー
大
審
院
一
九
七
三
年
六
月
一
四
日
判
決
は
、
妻
が
夫
の
氏
を
商
号
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
夫
の
氏
は
妻
の
営
業
財
産

の
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
離
婚
後
も
夫
の
氏
の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
同
判
決
の
評
釈
で
は
、
商
業
活
動
や

工
芸
活
動
に
お
い
て
、
妻
が
夫
の
氏
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
は
、
人
に
結
び
付
い
た
非
財
産
的
権
利
か
ら
、
妻
の
パ
ト
リ
モ
ワ
ヌ
を
構

成
す
る
営
業
財
産
の
要
素
に
変
化
す
る
と
分
析
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
民
法
第
二
九
九
条
第
二
項
が
、
商
業
、
工
業
、
工
芸
に
関
す
る
活
動
に

は
適
用
さ
れ
な
い
理
由
と
し
て
は
、
仮
に
妻
が
婚
姻
中
に
営
業
財
産
を
譲
渡
し
た
場
合
、
こ
の
営
業
財
産
に
は
、
商
号
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
っ
て
、
夫
は
、
こ
れ
に
対
し
て
い
か
な
る
権
利
も
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（B

ordeaux  14 juin 1973, D
., 1974, 

jurispredence, pp. 167. note Souleau

）。

（
62
）　Paul M

ATH
ÉLY, Le droit français des signes distinctifs, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1984, pp. 790-793

に
よ
れ
ば
、
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氏
は
、
社
会
に
お
い
て
個
人
を
識
別
す
る
た
め
に
特
定
の
自
然
人
を
示
し
て
い
る
場
合
に
は
譲
渡
不
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
氏
が
識
別
記
号
に

な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
氏
を
有
し
て
い
る
人
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
お
り
、
譲
渡
可
能
と
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
本
人
が
、
自
ら
の
氏
の
使

用
に
つ
い
て
会
社
の
定
款
に
署
名
す
る
こ
と
は
、
氏
の
譲
渡
を
意
味
し
て
お
り
、
氏
が
商
号
と
し
て
使
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
氏
を
使
用
し

た
商
号
は
営
業
財
産
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

（
63
）　C

ass. com
.  12 m

ars 1985, D
., pp. 471-476. note Jacques G

H
ESTIN

 : François TER
R

É et Yves LEQ
U

ETTE, Les grands arrêts de la ju-
risprudence civile, 9

e éd. D
alloz 1991, n

o 18, p. 87. 

同
判
決
に
つ
い
て
は
、
田
中
・
前
掲
注 （
６
） 

七
三
〇

－

七
三
一
頁
も
参
照
。

（
64
）　C

A
 Paris  8 nov. 1984, Ann. propr. ind., 1985, pp. 11-16.

（
65
）　C

ass. com
.  27 févr. 1990, J. C

. P., 1990, 21545, note Frédéric PO
LLA

U
D

-D
U

LIA
N

. 

本
判
決
に
関
し
て
、
著
作
権
法
の
観
点
か
ら
評
釈
を

執
筆
し
た
も
の
と
し
て
は
、C

ass. com
.  27 fév. 1990, RTD

 com
., 1990, p. 208, obs. A

ndré Françon

も
参
照
。

（
66
）　C

ass. com
.  12 m

ars 1985, J. C
. P., 1985, II, 20400, note G

eorges B
O

N
ET. 

さ
ら
に
、
ボ
ネ
は
、
控
訴
院
で
は
合
意
の
存
在
は
認
定
さ
れ
て

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
破
毀
院
判
決
が
、
民
法
典
一
一
三
二
条
に
言
及
す
る
こ
と
で
合
意
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
氏

に
関
す
る
権
利
を
黙
示
に
放
棄
す
る
合
意
を
認
定
し
た
か
の
よ
う
な
結
論
が
取
ら
れ
て
お
り
、
権
利
放
棄
に
関
す
る
一
般
理
論
に
再
考
を
迫
り
か

ね
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
事
実
審
の
専
権
を
脅
か
す
よ
う
な
認
定
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

（
67
）　C

laude C
O

LO
M

B
ET, « Le nom

 et les propriétés incorporelles », D
., 1989, pp. 31-38. 

（
68
）　C

ass. com
.  27 fé vr. 1990, J. C

. P., 1990, 2145, note Frédéric PO
LLA

U
D

-D
U

LIA
N

.

（
69
）　Frédéric PO

LLA
U

D
-D

U
LIA

N
, « L'utilisation du nom

 patronym
ique com

m
e nom

 com
m

ercial », J. C
. P., 1992,

Ⅰ, 3618, n
o 18, p. 457.

　

さ
ら
に
、
そ
こ
で
は
、
著
作
権
や
肖
像
権
の
人
格
的
側
面
と
財
産
的
側
面
に
関
す
る
議
論
と
の
類
似
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
70
）　G

abriel M
A

RTY, Pierre R
aynaud, supra note 15, n

o 726, p. 813.

（
71
）　G

eorges RIPERT et René RO
BLO

T, Traité de droit com
m

ercial, t. 1, 16
e éd., LG

D
J, 1996, n

o 263, p. 167 : Jean-Christophe SA
IN

T-PA
U

（sous la dir.

）, supra note 20, n
o 855, pp. 521-522 

も
、
氏
名
は
譲
渡
不
可
能
な
性
質
を
有
す
る
人
格
権
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
商
号
と

し
て
も
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、
氏
名
は
財
産
と
し
て
の
性
質
を
帯
び
て
譲
渡
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、Philippe 

M
A

LA
U

R
IE, N

athalie PETER
K

A
, supra note 51, n

o 64, p.  80

は
、
氏
名
を
商
号
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
名
の
財
産
的
側
面
が
現

れ
る
こ
と
に
な
り
、
氏
名
の
家
族
及
び
属
人
的
な
性
質
が
暫
時
的
に
減
少
し
て
い
く
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
72
）　G

régoire LO
ISEA

U
, Le nom

, objet d'un contrat, LG
D

J, 1997, n
o 319, pp. 307-309.

（
74
）　

民
法
典
旧
二
二
三
二
条
に
関
す
る
翻
訳
も
参
照
し
て
い
る
（
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
・
前
掲
注 （
４
） 

三
六
七
頁
）。
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（
75
）　G

régoire LO
ISEA

U
, supra note 72, n

o 322, pp. 313-314.
（
76
）　C

ass. 1
re civ.  5 fé vr. 1984, Bull. civ., 

Ⅰ, n
o 54, p. 52.

（
77
）　G

régoire LO
ISEA

U
, supra note 72, n

o 324, p. 316.
（
78
）　Isabelle PÉTEL-TEY

SSIÉ, Les duré es d'effi  cacit é  du contrat, thèse M
ontpellier I, 1984. 

同
説
に
関
し
て
は
、
中
田
裕
康
「
永
久
契
約
の
禁

止
」
河
上
正
二
＝
大
澤
彩
編
『
人
間
の
尊
厳
と
法
の
役
割
』（
信
山
社
、
二
〇
一
八
年
）
五
六

－

五
七
頁
も
参
照
。

（
79
）　G

régoire LO
ISEA

U
, supra note 72, n

o 325, pp. 317-319.

（
80
）　G

régoire LO
ISEA

U
, supra note 72, n

o 325, pp. 319-320.

（
81
）　G

régoire LO
ISEA

U
, supra note 72, n

o 322, pp. 313-314 et n
o 326, pp. 320-321.

（
82
）　G

régoire LO
ISEA

U
, supra note 72, n

o 398, pp. 391-392.

（
83
）　G

régoire LO
ISEA

U
, supra note 72, n

o 401, pp. 393-394.

〔
未
完
〕


